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審議会等の会議結果報告 

 

１．会議名 第８回津市総合計画審議会 

２．開催日時 平成１９年１１月８日（木） 

午後２時から午後５時まで 

３．開催場所 津図書館２階視聴覚室 

４．出席した者の氏名 （総合計画審議会委員） 

 村澤忠司会長、北村早都子副会長、阿部 勲委員、生川介彦委員、 

今井幹雄委員、内山則夫委員、大窪久美子委員、大田武士委員、 

岡野茂樹委員、柏木はるみ委員、木下美佐子委員、小泉忠子委員、 

櫻井しのぶ委員、杉田勝哉委員、中山大容委員、西川正志委員、 

畑井育男委員、濱野 章委員、前田洋明委員、水井悦雄委員、 

矢沢 祥委員、吉田 壽委員、若浪 常委員 

（事務局） 

  松田市長、渡邉副市長、藤原副市長、宮武市長公室長、中西防災危機

管理室長、長谷川総務部長、鈴木財務部長、橋本市民部長、大市健康福

祉部長、吉岡環境部長、阿部環境部理事、正次商工観光部長、岡農林水

産部長、西中都市計画部長、横山建設部長、稲垣下水道部長、上杉水道

事業担当理事、森田消防次長、黒宮教育次長、渡瀨市長公室次長、野呂

まちづくり計画担当参事(兼)政策課長、伊藤まちづくり計画担当副参事、

石井まちづくり計画担当副参事、葛井まちづくり計画担当副参事、澤井

政策担当副主幹 

５．内容 １ 分科会からの意見発表について 

２ 市長との意見交換について 

３ 津市総合計画基本構想試案（第１次案）に係る審議のとりまとめにつ

いて 

４ その他 

６．公開又は非公開 公開 

７．傍聴者の数 ０人 

８．担当 市長公室政策課政策担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２９６ 

Ｅ－ｍａｉｌ 229-3101@city.tsu.lg.jp 

 

 ・議事の内容  下記のとおり 

 

＜事務局＞ お待たせをいたしました。お時間になりましたので、まだ副会長様がお見えでない

ようですが時間でございますので、始めさせていただきたいと思います。本日はお忙

しいところ、ご出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから第８回に

なります、総合計画審議会を開催させていただきたいと思います。審議会の開会にあ

たりまして、市長から一言、ごあいさつを申し上げます。 
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松田市長 皆さん、こんにちは。本当にお忙しい中といいましょうか。皆さん方、大変お忙し

い方々が、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。昨年の１１月以来、

本当に熱心なご審議をいただきました。試案策定にあたりまして、非常に貴重なご意

見を、またご提言もいただきましてありがとうございます。 

きょうの審議会では、津市総合計画の基本構想試案ということでございまして、三

つの分科会に分かれて、ご議論をいただいた結果を発表していただくということでご

ざいます。全体での取りまとめ、総括といいましょうか、そういう審議をお願いをい

たしておるところでございます。基本構想の第１次案につきましては、いわゆる本市

の今後の１０年というまちづくりについて基本的な理念や枠組み、目指すべき将来像

や目標などを定める、いわばまちづくりの指針となるものでございます。また現在、

津市らしいまちづくりを戦略的かつ重点的に進めていくために、重点プログラムや今

後５年間のより具体的な施策を盛り込んだ前期基本計画について、財政的な見通しも

含めまして鋭意作成を進めており、作成次第、速やかに委員の皆さま方にご説明をし

ていきたいと考えております。 

これらの計画作成につきましても、委員の皆さま方のご提言やご意見をはじめ、ま

ちづくりフォーラムや元気づくりプラン市民公募など、さまざまな機会に市民の皆さ

まから頂戴をいたしましたご意見等々、踏まえて作成をさせていただき、進めていき

たいと思っております。今後におきましても、これからの津市の将来展望に立った率

直なご意見をお聞かせいただきまして、本市の確かな未来を創造していくための計画

づくりについて、さらなるご尽力を賜りますようお願いを申し上げまして、開会にあ

たりましての私からのあいさつとさせていただきます。本日は誠にありがとうござい

ます。 

 

＜事務局＞ 本日につきましては、市長も出席させていただいておりますし、総合計画につきま

しては、庁内で部長級の試案作成会議を設けまして、この試案の作成を進めてきてお

ります。本日は試案作成会議の関係部長も出席をさせていただいておりますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

それでは早速、審議会のほうを進めさせていただきたいと思いますが、本日、委員

の皆さまのうち、川西委員様、それから川端委員様、須山委員様、竹林委員様、それ

から若林委員様、別所委員様におかれましては、所用のため欠席という報告をいただ

いております。よろしくお願いしたいと思います。 

それでは最初の議事のほうにいかせていただきたいと思いますが。本日の会議の進

行におきまして、少し簡単に説明をさせていただきたいと思います。委員の皆さま方

におきましては、前回の審議会におきまして、本日の事項書にもございますように基

本構想試案、この第１次案の政策体系、まちづくりの目標に沿った三つの分科会に分

かれていただきまして、それぞれご審議をお願いしてきました。各分科会ごとに各委

員さんから発言あるいは提言をいただいたご意見やご提言内容を踏まえての意見の

取りまとめ、および課題整理をお願いしておりまして、本日は先ほど市長も申し上げ

たように、これらの内容について各分科会の分科会長さんから、ちょっと時間は短く
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て申し訳ないのですが５分程度にまとめていただいて、後ほど発表をいただきたいと

思います。 

その後、市長、副市長との意見交換に移らせていただきたいと思います。まず発表

いただいた内容について、市長からのコメントもさせていただきたいと思っておりま

す。 

時間につきましては、発表の時間、懇談の時間を合わせまして１時間程度と思って

おります。ちょっと市長の都合もございまして１時間、３時をめどに懇談をさせてい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。そのときに津

市総合計画基本構想試案第１次案、これにかかる審議といたしまして、各分科会での

ご検討内容ですとか、それぞれの立場でのご意見などを踏まえまして、基本構想案に

おきます検討課題のほうについて、ご審議をお願いしたいと思っております。 

それらを踏まえまして、現在策定中の基本計画あるいは重点プログラム、そういっ

たところへの反映を検討しようとしております。なお、前回、審議会の皆さまからご

意見ご提言を頂戴しております。本日の審議の内容と併せまして、次回の審議会に、

考え方も含めて整理をしたものをお出しさせていただきたいと思っております。 

それでは、津市総合計画審議会条例第６条の規定によりまして、会長が議長となる

ということでございますので、会長に会議の進行をお願いしたいと思います。会長、

よろしくお願いいたします。 

 

村澤会長 きょうはお忙しい中、たくさんの方がご出席いただきましてありがとうございま

す。きょうは先ほどの参事からも説明がありましたように、基本構想試案第１次案の

まとめを最後にしたいと思います。それに先立ちまして、きょうは３時まで市長もご

出席いただいております。また、関係部長の方々もご出席いただいておりますから、

ぜひ今まで我々が審議してきたことでこれはこの際やはり盛り込んでほしいとか、あ

るいはこの際正しておきたい、確認したいと。そういったことが多々、今までもあり

ましたから、そういったことを三つの分科会で深くご検討していただいておりますか

ら、分科会長があとで質問の形で説明をしていただいて、市長のコメントをいただき、 

その後、３０分ほど市長と委員との間でやりとりをする。そういう具合にして進めて

いきたいと思います。あと失礼いたしまして座らせていただきます。 

それでは、審議会の成立につきまして、本日委員が３０名ですけれども６名の方が

現在、ご欠席していただいておりますから２４名の出席。したがって、津市総合計画

審議会条例第６条第２項の規定による、会議の開催条件を満たしております。過半数

の出席ということですから満たしておりますから、この第８回津市総合計画審議会を

開催させていただきます。それにつきまして、本日の会議録への署名人を指名させて

いただきます。前回に引き続きまして名簿の順に行っておりますから、本日は中山委

員、畑井委員のご両名にお願いしたい。会議録作成後、署名をしていただくことをよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、先ほど述べさせていただきましたように、議事に入りたいと思っており

ます。それでは、その事項書の分科会の意見発表ということで、我々は当初から三つ

の分科会を立ち上げて、より深く試案を検討するということで進めてきたわけです。
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それでは一つ目が、「美しい環境と共生するまちづくり、安全で安心して暮らせるま

ちづくり」。二つ目が、「豊かな文化と心を育むまちづくり、参加と協働のまちづくり」。

それから三つ目が、「活力のあるまちづくり」。この三つの分科会で検討していただき

ましたから、先ほど申しましたように各分科会の今まで審議されてこられましたこと

で、このところは少し市長に確認しておきたい。あるいは今度の計画の中に入れても

らいたい。そういったことを各分科会長から手短に、時間の関係もありますから各班

５分ぐらいでお願いしたいと思います。 

続けて三つの、各分科会長さんにお話ししていただいて、そのあと市長のほうから

コメントをいただくと。大体合わせてすべて３０分ぐらいで終わりたいと思います。

あと３０分につきましては、各委員と市長とのやりとりということで進めていきたい

と思います。それでは、１番目の分科会長であります、「美しい環境と共生するまち

づくり、安全で安心して暮らせるまちづくり」ということで、分科会長の柏木分科会

長からご報告ならびに質問の形でお話をいただきたい。それではよろしくお願いいた

します。 

 

柏木委員 私ども第１分科会は「美しい環境と共生するまちづくり、安全で安心して暮らせる

まちづくり」分科会ということで、まちづくり目標の中の１と２、二つを担当するこ

とになっておりました。第 1分科会は委員相互が大変熱心な議論を重ねてきまして、

先般第１回目の報告を済まさせていただいております。その中には具体的に長、中、

短期的にどういうふうに何を進めてほしいかという要望をお出ししましたので、それ

は既に見ていただいていると思っております。 

きょうは、第２回目の分科会の報告ということになりますので、少しその上にそれ

を下敷きに観点を変えて整理をさせていただきました。資料としては、資料１、Ａ４、

１枚２枚付けておりますのでご覧になってください。１番と２番と項目を付けまし

た。「総合計画第１次基本構想について」ということで、今、申しましたように第１

回目の報告をし、そして審議会委員の中でもしっかり審議をしていただきましたが、

その後、第７回、資料３ということで委員個人からのご意見もたくさん出されており

ました。そのことについても第１分科会では、一つひとつ項目ごとにしっかり審議を

し、委員のおっしゃりたいことをしっかりと考えてみました。そして、第１次案の中

に入れるべきもの、第２次案の中に入れるべきもの、また具体的なことは書いていな

くても考え方として述べているものと三つありましたが、考え方については委員の思

いを十二分にくみ取っていただいて、総合計画の策定までに、きちっと織り込んでい

ただきたいという結論になりました。最大限に尊重していただきたいということで

す。 

その中で、それを総括して考えましたのが、新しいまちづくりの中にはユニバーサ

ルデザインのまちづくりは不可欠であるという第１分科会の結論に至りました。第

２、第３を拝見いたしましても、それぞれこのユニバーサルデザインのまちづくりが

必要だということが下敷きになっているように読ませていただきました。 

それでいきなりなんですが、一番下を見ていただきますと用語解説というところが

あるんですが、その中で用語解説の変更をお願いしたいということで書かせていただ
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きました。読ませていただきますと、ＵＶとは障がいの有無、高齢者、妊産婦、子ど

も、外国人等々、すべての人が社会参加、参画でき安全かつ快適な生活を営むため、

あらかじめ施設、製品、制度、サービスなどハード、ソフトな面の表面の社会整備を

することであるという定義の下にユニバーサルデザインということが、新しいまちに

は最も大事な理念として織り込まれるべきであるというふうに結論付けました。 

２番目としまして、変更点を二つほど書かせていただいておりますが、１４、１５

ページをご覧いただきたいと思います。第２部基本構想の中の基本理念という所です

が、ユニバーサルデザインの考え方を基本理念の中に入れていただきたいと思いま

す。 

１４ページの一番下の段です。「県勢の発展と地方の確かな自立を先導する元気な

まちを創造することにあります」。これが理念のくくりなんですが、元気なまちを創

造する。この基本理念の右の図のほうに「元気」「安心」「交流」という言葉がありま

すので、この元気なまちづくりを創造することにあるという文言よりは、「ユニバー

サルデザインのまちづくりを基本理念としたまちを創造することにあります」と直し

ていただくほうがふさわしいのではないかと考えました。これは市長からコメントが

いただけたらありがたいと思います。 

次ですが、真ん中辺ですが四角のところに第１分科会が審議すべき重要な観点は、

マズローと欲求階層の一段階にあたる部分であろうというふうに考えました。２枚目

を開けていただきますと、そのマズローの欲求階層が台形になっております。一番基

本的な欲求、人間の生存の欲求ですが「空気・水・食べ物・庇護・睡眠・性」。生き

ていくための最低限の条件です。その上に立って安全と安定というものが、人間には

欲求として起きてきます。 

今、環境問題も多くいわれておる中で、津市においても水も空気も食べ物もいろん

な意味で不安なことがあるわけですが、まずそこを、環境面でも社会的整備という面

でもきちっと整備をしていただきたいということです。 

四角の中の命の安全というところを読ませていただきますと、「大人から子どもま

での命にかかわる救急医療体制の充実強化」。２番目、「大規模災害の発生を想定した

行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ等との連携防災体系の充実強化、広域になった津市の

自然環境の保全、保護と地球環境問題への積極的な取り組みが必要である」。４番目、

「衣食住の安心、安全」。これがマズローのいう第一段階目にあたるのではないかと

考えました。 

先般、私ども有志委員が、美杉の山の森林を拝見させていただいたんですが、山が

本当に死んでおりました。何かすごく悲しい１日を過ごしたような気がしました。そ

して、伊勢湾に目をやりますと、赤潮が２週間も津市の周辺にとどまっていて、貝も

魚も海岸に打ち上げられている。そんな状況も見ておりますので、環境問題に対する

取り組みもしっかりしていただきたいと思いました。 

そのマズローの中の、身体的生命の安全と人としての尊厳の安全ということです

が、まさにユニバーサルデザインのまちをつくっていただきたい。人権の擁護、まさ

にこれはこの総合計画は津市の最上位の計画であると同時に、日本国憲法に準じるよ

うなものであろうかと思いますので、主権在民、基本的人権の尊重ということが最も
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大事だろうと思いました。 

個人の意見が尊重されるまちづくり。すべての人が参画できる制度の充実。すなわ

ちユニバーサルデザインのまちを目指してほしいという結論になります。 

次になりますが、３７ページをご覧ください。参加と協働のまちづくりという所が

ありますが、上から６行目ですか。「誰もが社会参加しやすい環境づくりに向けた取

り組みを進めるなど」とありますが、どういう環境づくりなのかということがもう一

つ明確に見えてきませんので、ユニバーサルデザインのまちづくりというふうにここ

も書き換えていただくのが相応しいのではないかという結論に達しました。 

ということで、第１分科会の発表を終わらせていただきます。ちょうど時間かと思

いますので、あとで市長のお答えと質疑に期待したと思います。ありがとうございま

した。 

 

村澤会長 ありがとうございました。それでは、続けて第２分科会の「豊かな文化と心を育む

まちづくり、参加と協働のまちづくり」でご検討をいただきました内容について、手

短になるべく５分ほどで報告していただきたいと思います。それでは、大田分科会長、

よろしくお願いします。 

 

大田委員 皆さん、こんにちは、それでは失礼します。第２分科会のほうは１１名の分科会に

なりました。１０月１７日と２７日、トータル５時間ぐらいかかりましたが、その辺

の議論をさせていただきました。それで、文言等の修正意見につきましては、きょう

の資料２の２枚目を見ていただくと７項目にわたって記述をしています。ここら辺を

十分ご検討いただきたいと思っております。 

それで、現時点では重点プログラムが提示されておりませんので、従いまして、そ

れ以上のことは踏み込めません。今後、提示された段階で我々の審議といいますか、

この審議会も含めまして、分科会の審議がまた深まることができるのではないかと思

っております。 

一番初めに考えましたことは、我々の分科会で何が目玉になるか。あるいは市全体

として、あるいはこの審議会全体としても、どういう目玉をつくっていくべきなのか

ということを考えました。それがやはり「文化とスポーツの振興」ということになる

んではないかと、私たちの分科会で考えたわけであります。 

これは一つの例ですけども、たとえばフルマラソンをやれば、きっと人が集まって

くるだろう、活性化につながるだろうと、それが一つ。また、冬場の田んぼはたくさ

ん空いておりますから、そこら辺でたこ揚げ大会をして、要するに津市から発信でき

るものを何とかつくれないかということを考えました。できれば、もっと種目別の全

国大会ができればさらにいいということになろうと思います。 

ただ、ここで大きな課題がございます。津市ではスポーツの全国大会のできる施設

が本当にございません。いわゆる環境づくりという面では、非常に大事かと思います。

かつて昭和５０年に第３０回の三重国体を津市で行いましたが、結局、正式種目は二

つしかございませんでした。現在の体育館でバスケットボール、それからヨットハー

バーで４７０級でしたかな。そういうヨットの大会。あとは高校野球のいわゆる今の
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ジャイアンツの原監督が出ておりました、津球場で甲子園の上位チームによるオープ

ンがありました。こんなことですから、非常にそこら辺はこのページの３３ページの

最初に触れられております、「県都にふさわしいスポーツ施設整備」うんぬんとこう

いうことがありますけれども、そういったことが非常に大きな具体化をしていく上

で、急務ではなかろうかと考えたわけであります。それに関連して、宿泊施設とかあ

るいはそれに伴う駐車場がございません。そこら辺が、付随的な面として大事になっ

てくるのではないかと思います。 

歴史、文化の面でいきますと、いろんなイベントが各地でなされております。また

各地域審議会から上がってこようと思いますけれども、その中で、子どもたちに体験

学習をさせながら地域を学ぶ。こういう姿勢を、ぜひ取っていかなあかんのと違うだ

ろうか。特にこの広い津市では山あり川あり海ありということでございますから、本

当に自然の豊富さを誇っておるわけでございます。そこで、環境保全とか、あるいは

里山保全とか、ごみゼロ運動といったことに対しても非常に絶好のチャンスでもある

わけですから、これを大いに活用するべきではないか。 

たとえば、これはよそでもやっているんですけども、いかだを流しているところも

あれば、あるいは一斉清掃デ－を催しながら、子どもから大人まで参加していく。そ

ういうようなものをつくっていくということも大事かなと思うわけであります。それ

からもう一つは、スポーツとかレクリエーションを通じて市内の子どもたち、あるい

は中山間部の子どもたちの交流ができないものだろうか。もちろん保護者も含めまし

て、一体となって交流が図っていけば、さらに文化の交流もできる、そんなことを思

ったわけであります。 

それから、三つ目はボランティア活動組織を作成しながら、これは一部できている

んですけども、これをさらに発展していきます。そして、人材育成を図るというとこ

ろまで踏み込んだ、いわゆる制度的なものができないだろうかということも考えたわ

けでございます。 

さらに津市には四つの大学がございます。この四つの大学の先生が、市民との交流

をするということでいろんな催しの場所へ出てもらっておりますけど、市内にたくさ

んみえる学生を要するに引っ張り込むといいますか、活用していく。これをぜひ、今

後、進めていかなきゃならない。また外国人の方もたくさんみえますので、ぜひこの

方々の力を借りたいと思うわけでございます。 

それから協働といった面からいきますと、地域住民と小学校の連携というものをも

っと大事にすべきだと考えたわけであります。それはスポーツ活動あるいは文化活

動、奉仕活動。そういったものを通じながら、地域の中でいろんなイベントに出てい

ただいて一緒に考え、一緒に行動する。これが子どもの安全を守るだけではなくて、

将来にわたって地域の中身を体で覚えて継承していくことになるだろうと。そのこと

は各地域の歴史文化、とりわけ伝統文化というものを大事にして継承していく上で、

若い者から子どもまで一緒にやっていくということを、今後、大事にしたいものだと

考えたわけであります。 

それから、この各地の歴史文化ということは大事にするんでございますけれども、

たとえば、ＰＴＡ祭りとか、あるいは花火大会とか、そういった大きなイベントある
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いは防災そういう部分も含めまして、会場を持ち回りしながら意識化を図っていくこ

とはできないものだろうか。地域の歴史文化を大事にしながら、大きなイベントをさ

らに大規模にしていく。ただ、地域性があり大変難いですが、それも一方では、あっ

ていいのではないかということでございます。 

あと最後になりますが、４５ページの所に書いてございますが、ここだけは、総合

調査も含めた施設の統廃合がさっきもここに出ておりました。その資料の裏面の一番

最後の所にあると思いますが、もっと前向きな言葉で書いたほうがいいんじゃないか

というのは私たち第２分科会の結論です。だから、統廃合ありきで文章をつくるので

はなくて、やっぱりもっと前向きな姿勢という言葉に換えてもらうとありがたいなと

いうような感じであります。これは市長さんのいろんな政治面のこともありましょう

から、コメントをいただければありがたいと思います。 

以上、端折った言い方でございますが、時間が制限されておりますので、あとでま

たのちほど。どうもありがとうございました。 

 

村澤会長 ありがとうございました。それでは、第３分科会。最後ですけども、「活力のある

まちづくり」分科会でご検討いただきましたことをお話ししていただきたいと思いま

す。杉田委員からよろしくお願いします。 

 

杉田委員 私どもの資料を配っていただいておりますが、ちょっと時間がありませんので第３

分科会の報告をさせていただきます。津市総合計画審議会の「活力のあるまちづくり」

分科会。この「活力ある」という言葉で、一体何を指すのか非常に何もかもが入って

くるんだと思うんですけども。まず、我々資本主義社会におりまして、お金がなかっ

たら何にもできないというのは原則でございます。そういうようなものから、産業関

係の問題を中心に我々は前回のときにやってまいりました。 

まず、問題が出ましたのが、本来、第１回の分科会でいろんな意見が出ました。前

回の審議会では、構想段階を事務方が整理して、第１次案の中で検討中になっていた

重点プログラム等などが入れられた第２次案が出ると思っておりました。次のステッ

プの計画段階の審議が行われるものと考えておりました。 

しかし、それが出ずに第１次案の重点プログラム等は一応検討中というのが多く

て、未完成なもので、商品でいえば欠陥商品。これが市役所のホームページで公表さ

れ、パブリックコメントが募集されました。未完成な部分を議論の対象にせよという

のは少し手順が違うのではなかったんでしょうか。  

しかし、前回は再び第１次案のまま、分科会での議論が求められました。それでは

議論が同じことの繰り返しになるか、議論が矮小化するに決まっています。これも分

科会はスケジュール通りに行うよう示唆されました。その結果、「活力のあるまちづ

くり」分科会では、本来の活力のあるまちづくりの基盤たる「経済、財政、産業」の

本来のテーマよりも津市総合計画基本構想の第１次案について、試案の内容につい

て、総合計画の在り方について、というものが話題になってしまいました。それが、

表にあります左側の所にまとめたとおりでございます。とにかく何でも総合計画に入

れ込んでおけば、これが実現可能なものか、財政的にできるものかなどということは



- 9 - 

我々がもう考える必要はない。それを実現したり、予算の手立てや算段をするのは役

所や公務員の責務であるから、自分たちは実現可能か実現できないかを考える必要は

ないのではないかという意見がありました。 

また、現実の実現の不可は別にしましても、ある程度、夢を語る計画であっていい

というご意見もございました。それぞれ一理あるかわからんのですが、表のほうの「ま

とめ」という所をちょっと見ていただきたいと思います。一理はあるかもわかりませ

んが、これまでの右肩上がりの経済の社会とは時代も変わったし、地方分権、財政難、

人口減、高齢者、少子社会を考えたときにある程度は、我々も経済や財政に配慮して、

総花的な総合計画より選択と集中を持って、現実可能な重点計画にすべきではないか

というニュアンスも含め、私は分科会の前の全体会議の中で、津市と類似都市の財政

比較分析表を資料の一つとして提出させていただきました。 

この総合計画における構想と計画に対する考え方が、各個人の主観や立場によりま

ちまちであることがわかってまいりました。これを議論し始めたら、時間がどれだけ

あっても足りないし、不毛の議論になると判断させていただき、第１次案の「活力の

あるまちづくり」に関する内容の記述については、おおむね支持するということを結

論にいたしました。この「おおむね」は個々の具体的な計画や重点プログラムについ

ては、手放しや全面的に示唆することではないことを申し添えておきたいと思いま

す。いうなれば、総論完成、各論の議論においては意見が多岐に分かれることを前提

にしての「おおむね」であることを事前に申し上げておきます。これが各論併記とい

う意味も含んでおるところでございます。こういうことが、むしろ総合計画そのもの

についての議論がだいぶ時間を取りました。 

それでは、２番目の「活力のあるまちづくり」の右側のくくりでございますけど、

図のほうの。「活力のあるまちづくり」にかかわる議論された主なテーマで、これは

一つひとつの項目が細かい点になりました。「バイオマスを活用した地域循環型産業

の新たな拠点形成について」というのがございます。津市総合計画の第１次案の２４

ページにおいて相当踏み込んだ記述がされておるけれども、本来、基本計画より具体

的なケースに期待をしたい。本腰を入れ、何年かかっても本気にやるかどうかが問題

になるだろう。農業問題や食糧問題と安直に連結させることは避けるべきである。バ

イオエネルギーに対する作物が利益が上がるからといって、食糧になる植物から転換

されるようなことがあってはならないようにしてほしい。他の多くの地域でも検討が

なされていることから、より特色のある特化した内容とされたい。大学等、研究機関

とも連携し、木材の有効活用などと合わせて検討されたい。美杉地区をはじめとする

市内の山間地域でなく、奈良県圏域等も含めた事業を検討されたい。これがバイオマ

スに関する提言でございます。 

それから、第２に「新産業交流の拠点について」という項目がございます。津市総

合計画基本構想第１次案の２３ページにおいて、インターチェンジ周辺の新産業交流

拠点ということについては、中心市街地域活性化との兼ね合いから、基本計画におい

て新産業交流の拠点というとはどういう産業、業種、業態のものをさすのか。より具

体的に明確な考え方や概念を明確にされたい。場合によっては構想自体に問題が波及

する可能性もある。 
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財政力指数の低下から企業誘致が示唆されておりますけれども、いわゆる津市内経

済が活性化する産業、他都市からいわゆる津市内へお金や外貨や投資を導入してくる

産業。こういったものの地元産業の育成や誘致が必要でございます。この地域を市場

として、消費者から財を吸い上げて本社のある大都市にフライトされてしまうよう

な、そういったような地域経済の疲弊をさせる、いわゆる「活力のあるまちづくり」

の障がいになる企業誘致は好ましくない。 

上記と関連し、津市総合計画の２４ページ。市街地の活性化についても今後、基本

計画を踏まえて論議が必要だし、基本構想においても重要項目の表題とすべきであ

る。このようなことでございます。 

 

村澤会長 ちょっと杉田委員、もう少し簡潔に。時間的制約がありますので。 

 

杉田委員 「まとめ」のところを見ていただきます。農業と林業等の話題が多く、かたより時

間切れになりました。このことに遺憾でございます。 

総合計画の第２章、本市の特性の(4)多様な産業の集積の条文の中に、津市は第３

次産業の比率が高い構造になっておると示されております。その第３次産業によって

財政が支えられていることは紛れもない事実でありまして、中心市街地の都市機能は

津市において不可欠なものであります。このコンパックトなまちづくりによる効率的

な都市機能の再構築が不可欠であります。これが国が勧めている中心市街地活性化で

あります。そういう以上、基本構想にすべて中心的交流拠点という位置付けの項目を

設定する必要があります。これが、新産業交流拠点の兼ね合いという中心市街地活性

化にサブ的に扱われるものではありません。このように……。 

 

村澤会長 ありがとうございます。そこまでにしておきましょうか。はい。時間がちょっと制

約されておりますから、あとは市長のコメント、それから市長とのやりとりというこ

とに移りたいと思いますから、また続きにつきましては後半部で時間をとっておりま

すから、そこで関係部長へのご質問をしていただくということにしたいと思います。 

それでは、三つの分科会で全体について審議を深めて、今、発表していただいたん

ですけども、これについて松田市長のほうからコメントをいただきたいと思います。 

 

松田市長 ありがとうございます。３人の方にご意見をいただきまして、それぞれに議論を深

くしていただいておるなということを、この場であらためて感じたわけでございま

す。時間がないということでございますので、私も端折ってといいましょうか、また

議論でということにさせていただいて、ひょっとしてそのご質問の部分に欠けている

部分があるかわかりませんが、意見の交換という中で、また申し上げたいと思ってお

ります。 

重要な部分と思った部分のところだけ、お答えといいましょうか、考え方を示させ

ていただきたいと思っています。 

第１分科会柏木会長からいただきました、「美しい環境と共生するまちづくり、安

全で安心して暮らせるまちづくり」の分科会でご検討、審議をいただいたわけでござ
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います。 

ユニバーサルデザインについて、とくしてお話をいただいたものだと思っておりま

す。また総合計画の記述についてのユニバーサルデザインをうんぬんと言っていただ

きました。元気なまちづくりというのは、同じことを表現をしていると思います。私

は意識的に元気なまちづくり、元気という言葉はやっぱりこれは合併しまして１０市

町村、それぞれ文化が違ったりいろいろあります。やはり一体感の醸成、そしてそれ

ぞれの文化をやっぱり伸ばしていく二面があると思うんですけども。やっぱり１０市

町村の方々に「一つになったぞ」という意味で同じイメージを持っていただくという

ことで「元気な」と申し上げました。もちろんどなたにも平等でという、このユニバ

ーサルの精神というのはもちろん重要なことでございまして、私はこういうことが満

たされることが、やはり元気につながるものだろうと思っています。 

元気というのはいろいろ見方によってあると思います。ただこういう記述にして、

もう少し目的を的確といいましょうか、総論じゃなくてもう少し具体的にというお話

の中で、ユニバーサルと言われたことだと思いますので、十二分に一遍検討をさせて

いただければなと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

第２分科会大田会長からいただきました、いろいろとスポーツ、レクリエーション

を通じた交流や市民の参加、協働のまちづくりなどのアイデアについて聞かせていた

だきました。非常に津市には美しい自然が残っておるぞというようなこともおっしゃ

っていただいて、このような環境の中でスポーツとかレクリエーションを通じて、最

終的に大田分科会長をはじめ分科会でこういう議論をしていただいたのは、一つのス

ポーツを通じたり、そういうイベントを通じたりして人と人の交流をどういうふうに

深めていくかということだろうと思います。そういう面で交流を深めていく中でスポ

ーツや文化というのは、ツールといったらおかしいですけども、非常にいい、皆さん

にそれぞれの年齢、職業、いろんな意味で横断した、スポーツと文化というのはそう

いう面での捉え方というのは、非常に私は大事なものだと思います。 

また元気な津市づくりというのは健康もイコールにつながってくることでござい

ますので、そういうような施設について総合的な施設もご議論していただきました。 

私どもも合併しまして非常に公共の施設、スポーツ施設も含めてたくさんございま

す。既存の公共施設等で、使えるものは使いたいと思います。ただやはり全国的なと

いうようなこともスポーツ団体の方々にいろいろお聞きをしますと、それも津市の市

民が一つの目的に向かってということも必要だろうと思いますので、既存のスポ－ツ

施設の機能を拡充するなど、総合的なスポ－ツ施設も十二分に前向きに検討していき

たいなと思っております。 

最後の第３分科会杉田会長からいただきました、「活力のあるまちづくり」で今、

産業等、地域の活性化、バイオマスを活用した循環社会、農業問題等のお話をいただ

きました。非常に幅広いトータル産業をお示しをいただいてというお話をいただいた

わけでございますが、新産業交流の拠点とはどういうものを指すのか。より具体的な

というようなご意見をいただきました。まず、議論をしていただきたいと思いますけ

ど、もちろん中心市街地という形で新しい津市が２９万人という形ですけれども、非

常に中心というのは久居も含めて、各総合支所周辺とかいろんな所でそのままブドウ
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の房のような形で残っておるような、私は一つの大きい固まりになったんだろうと思

っております。 

ですから、他市さんなんかは、たとえば２９万人だったら２０万人ぐらいが人口集

約しておる所とかですね。そんなこともありますけれども、私ども津市は大体満遍な

くそういうのがまちといいましょうかね。そういう商店というものが点在をしてきた

んだろうと思います。もちろんこれは私どもの大きな課題でございますし、活力のあ

るまちづくりに取り組んでいかなければならないと思っています。 

ただ一つはやはりその法律がどうだから中心市街地に人が来るというものでもな

いんだろうと。やはりこれはそこに需要・供給じゃないですけど、魅力あるまちづく

りというのは共に考えていかなくてはならないだろうと思っています。その中で、た

とえばインターの近くと中心市街地と、どういうふうにものを考えていくんだと。今

の時代でどういうふうに考えて取り組んでいくんだろうというような、一つ一例を挙

げますとそんな課題も出てくるんだろう。その辺のところが焦点を絞って、絞れるこ

と等々なんかは行政としてやっぱり明確にしていっていただきたいというような、た

ぶん、そういう意味合いのお話だったのではなかろうかと思いますけれども。 

私どもとすれば、やっぱり旧態依然とした商店が集まってそれでまちが一つという

ようなことではないんだろうと。今はですね。やはりだんだんものの価値観も変わっ

てきていますから、やっぱり新しいものの価値観に沿ったまちづくりというものをし

ていかなくてはいけない。相互にやっぱり連携をとって、相互がどちらも利があるよ

うなものにしなくてはならないだろうと思っております。そういう意味では、いろい

ろこれからもご意見を聞かせていただいて、考え方を絞っていきたいと思っていま

す。 

 

村澤会長 ありがとうございました。先ほど三つの各分科会の方の発表いただきましたことに

対して、コメントをいただきましたわけですけども、市長は３時にご退席なされます

から、それまでにこの続きと、今、発表していただいた内容に絡めて、さらにコメン

トしていただいたことについて、市長と質疑応答をしたいと思います。 

それでは各分科会三つありますから、どの分科会に偏るということもなんですか

ら、第１分科会のほうから発表されて、それに対してコメントをいただいたわけです

けども、第１分科会の委員の方で、そのことについて関係することがあればご質問あ

るいは確認、そういったご意見を出していただくとありがたいですけども。 

第１分科会のほうどうですか。分科会長の方でもいいし、あるいは同じくその分科

会で検討していただいた、ほかの委員の方でも結構です。それでは分科会長から併せ

て、先ほどの市長のコメント等に関連したことでご意見があれば、出していただきた

いと思います。 

 

柏木委員 市長からユニバーサルデザインの取り組みをしっかり取り入れる方向で検討して

いただけるというふうに理解いたしました。総合計画はやはり理念は崇高に高く、そ

して津市らしく、ほかの所が書いていないような、ユニバーサルデザインの考え方に

ついてもまだ新しい概念ですので、各市の解釈はあるんですけど、津はこうなんだと
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いうところで高く旗を掲げていただいて、それを基本の旗印にして、いろんな施策を

設けていただけることをぜひお願いしておきたいと思います。 

 

村澤会長 ありがとうございます。この件に関して、市長、追加することがありましたらお願

いします。 

 

松田市長 非常に今、お話をいただきましたユニバーサルデザインの考え方というのは、これ

はまさしく進めていくものだろうと思います。また、一つずつを、そういう大きなテ

ーマに対して、行政がどう細かくといいましょうか、具体的にどうしていくかという

ようなことがやっぱり我々に一番求められているものだろうと思いますので、そのよ

うなことをやっぱりきちっと明確に捉えて頑張っていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

村澤会長 ありがとうございました。それでは同じく、「豊かな文化と心を育むまちづくり、

参加と協働のまちづくり分科会」のほうで追加質問があれば、岡野委員のほうからよ

ろしくお願いいたします。 

 

岡野委員 先ほど市長のほうから第２分科会の発表に関して、いろいろ回答をいただいたわけ

ですけど。総合スポーツ的なものの見方、考え方、今後の在り方ですね。いろいろこ

れから取り組んでいただくというお話をいただきまして、ありがとうございました。 

２～３点ちょっとお話を総合的な部分も含めましてさせていただきたいと思いま

す。 

総合計画の役割ですけども、これは非常にこれからの行政として目指すべきまちづ

くりの目標とその実現のために取り組む施策体系を明らかにするということで、本市

の最上位の計画として位置付けられておりますが、こういった行政を総合計画により

管理するということの具体的な表現になろうかと思います。当然、自治基本条例にも

織り込まれることになろうと思いますけども、そういったところでは、この取り組み

方の考え方、あるいは基本的な考え方が少しリアリティーに欠けておるのではない

か。先ほども具体的なお話がいろいろ出ておりますけど。もう少しもっとリアリティ

ーのある内容にして、いわゆる価値あるオンリーワンの総合計画をつくってほしいな

と思います。 

まあ実現可能なあれもこれもということで、今、非常にいろいろ総花的に入ってい

るような気もしますけども、重点的に予測等を、特に財務的な現状認識と問題点の整

理ですね。先ほども財務的なことをお話しされていますけども、予測等の展望を明ら

かにして、実際には計画を「絵に描いた餅」と言わざるを得ない内容にならないよう、

お願いしたいと思います。 

それから、二つ目に重点プログラムですけども、今回表現されていないので、これ

を前提としての項目が多いわけですが。今回の審議にこれは提言されるべきであった

んじゃないかなという気がいたします。次回には出てくるのかなという内容ですけど

も、それを前提にいろいろ表現されていますので、その点をこれからはもう一度やり
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直す必要があろうかと思います。それから、少子高齢化の中で高齢化率が４分の１に

達する見込みなので、もう少しその関係する中身を織り込んだ内容にされたらどうか

なと思います。 

それから、総合支所の内容は、私どもの公共施設の統廃合についての中で若干、添

付資料のほうにうたっておりますけども、地域振興拠点としての機能を明確にすると

ともに地域住民の意思代表機能をシステム化することにあろうかと思いますけども、

現状を放置したまま新エリアを設定するということ。このエリアの分布がございます

ね、４分布。これを新たなそういう新エリアを設定することによって、どうなったら

この新地域の創出や効果的な行政サービスの提供につながるのか。そのあたりが明確

にされていないなという気がします。政策的展開と効果を具体的に表現してほしいな

という気がします。 

それから、もう一つ最後ですけども、行政経営システムの構築に関してですが、体

系的に二つの評価が挙げられておりますけども、それ以前にいわゆる自治体評価とし

ての事前評価でございますけども。計画策定あるいは予算編成、アセスメントだとか、

そういうことの事前評価の内容の意味付け。それから事後に関しましてもいわゆる成

果、監査あるいは決算等がありますが。そういった指標、ベンチマークを誰がつくり

誰が評価するのかですね。あるいは時期とか時限とか目標設定施策などを明確に測定

していく必要があるんじゃなかろうかと思います。 

それから、財務の仕組みですけども、今の予算的には「款」「項」「目」「節」とあ

りますが、事業別予算等の財務会計のシステムの導入の整理というんでしょうかね。

そういうのをしないと、行政経営システムの構築ができないんじゃないかと思います

けども。その取り組み方を明確にする必要があるんじゃないかという気がいたしま

す。私も総合的にはそういったことを含めまして、意見として述べさせていただきた

いと思います。以上です 

 

村澤会長 ありがとうございます。幾つかちょっと質問の形で出ておるわけですけども、時間

の許す限りお答えいただけると思います。 

 

松田市長 ありがとうございます。多岐にわたりましてご質問といいましょうか、ご提言をい

ただきました。まず、これは総合計画で総花的なんだということですが、これから徐々

に各論といいましょうか、詳細的なものに入っていくということでございます。どう

しても当初、総合計画に入るときには、どちらとかいうと総論が主体になってくる部

分というのはあると思います。 

もちろんそこから絞り込んできて、これから各論という形で、今も柏木委員にお話

しさせていただきましたユニバーサルというのは一つの大きなテーマで、やっぱり行

政として、どういうふうに表現していくかというところをしなくてはいけないという

部分で、岡野委員の言われたように総論だけではできないぞというようなこと、各所

にわたってそういうお話をいただきました。 

私どもとすればエリアを絞って、四つのエリアと申しましたが、やはり全体で考え

るべきもの、エリアを絞ってやはりそこの特徴に合わせたものということを、これか
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らやっぱり十二分に検討しまして、具体的にどう取り組んでいくかということをお示

しさせていただく。それに対しては、やっぱり大きな意味で総論といいましょうか、

大きな方向付けということでは、やはりしっかりしたそういう大きな方向付けという

のはどうしても軸になると思いますので、それなりにやはり大切なものだと認識して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

村澤会長 ありがとうございました。最後に「活力のあるまちづくり」分科会のほうで、今、

杉田分科会長のほうから報告していただきましたけども、同じく「活力のあるまちづ

くり」で検討されたことで、この際、やはり再度市長のご意見を伺いたいということ

について、第３分科会のほうで、ご一緒に議論していただいた委員の方、どなたかお

っしゃっていただけますか。どなたでもいいですけども、それでは杉田分科会長から

併せてやっていただきましょうか。 

 

杉田委員 最初のときにちょっと時間がなくて、表の一番下のテーマ３でございます。これが

一番大事なところでございます。さっきもリアリティーがないというお話に対して、

私らも実際はそう考えておりまして、そういう部分が、今、市長がそういうものだろ

うというお話でございました。 

今後の基本計画、構想ではなくて基本計画の作成にあたっては審議会等の意見を踏

まえ、公正に長期展望と先見性を持ち、政治不信を招くことのないよう、特に選択と

集中の重点計画の取り組み内容については、市長の個性とリーダーシップを明確に発

揮していただき、長期にわたる総合計画は市内、津市の内外を問わず新津市の初代市

長として歴史に責任を持った具体的な公約、マニフェストであり、外部に対しては津

市の市益を守るために発する戦略的メッセージであると考えます。総花的に総合計画

からやはり特化し、重点的に現実可能な具体性を持った総合計画にしていただきたい

と思います。これが私らの一番最終的なリーダーシップを求める意見でございます。 

 

村澤会長 その件について、市長のほうからご回答いただきたい。 

 

松田市長 まさしく、この新しい津市を、どういうふうにこれから発展といいましょうか。ト

ータル的な発展をしていくというのは、これはまさしく仕組みにしてもそうでしょう

し、ここにお集まりの皆さま方も、やはり津市が何とか今以上に元気あるまちにした

いという。これは誰もが思うことだと思います。ですから、これはいうまでもなく、

それで頑張っていきたいと思っています。 

私どもはやはり今の行政といいましょうか、行政の役割というのがご存じのように

徐々に時代によって変わってきている。県も新しい時代の公なんてことでそういうよ

うな言い方をされていますけども、やはり行政と皆さんといいましょうか、市民の皆

さん方とどう連携を取っていくんだろうと。もちろん私どももリーダーシップといい

ましょうか、ご提案、皆さんの意見を聞かせてもらう。そこでやっぱり市民の皆さん

方も、特にたとえば中心市街地にしてもそうですし、観光にしてもそうですし、どう

してもやはり市民の皆さん方とのご協力といいましょうか、連携がどうしても必要だ



- 16 - 

と思っています。 

そこを、どこまで議論を煮詰められるのか。具体的なという、もちろん具体案がな

ければあきませんが、ただ具体案だけあって、ここへ魂がなかっても、これも進んで

いかないと私は思っています。できれば順番でいけば、これは両方とも一緒ぐらい大

切ですけども、やはりその辺のところをもう一回議論を深めさせていただいて、共に

やっていきましょうよというような、そういうようにできるスタートラインというん

でしょうか、ものをつくっていきたいなと思っております。 

もちろん具体的なことといえば、これからお示しをしていって、数字も入ってきま

しょうし、そこへ財政の裏付けというのもお示しをせなあかんと思いますので、その

辺のところは市は市のリーダーシップ、また市民は市民の皆さん方のこれから一緒に

やっていくという、そういう気概といいましょうか。そういうものと共に共生といい

ましょうか、共にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

村澤会長 ありがとうございました。本来ならもう少し続けていろいろやりとりを進めていき

たいんですけども、市長のほうはご多用で３時にご退席ということを伺っております

から、やりとりはこれで打ち切ります。きょう市長からコメントをいただいたこと、

あるいはそのほかに質問に対して答えていただいたことを、今後、審議会で活かして

いきたいと思います。それでは市長のご退席ですからこれで。 

 

松田市長 ありがとうございました。 

  

村澤会長 ありがとうございました。 

ちょっと１０分、休憩しましょうか。あと事項書の第３番目の議題に移りますけど

も、１０分ほど休憩して、関係部長の方も出席していただいておりますから、いろい

ろ質問をどんどんして、細かいことまでいろいろ、前回の委員会でも出ておりますか

ら、そういったことも併せてきょう議論していただくということで、お願いしたいと

思います。それでは、今から１０分間休憩ということで、また続けて議事のほう、お

願いいたします。 

  

休憩（1:17:00～1:25:10） 

 

村澤会長 それでは時間がまいりましたから、再開したいと思います。席のほうに着席お願い

したいと思います。事項書によりまして、「第３項 津市総合計画基本構想試案第１

次案にかかわる審議の取りまとめ」この議題に移りたいと思います。そのことにつき

まして、まちづくり計画担当参事のほうから、少しお話をいただきたいと思います。 

第３項の議題に入ったんですけども、そのことについてどう対応していくのかとい

うことを、参事のほうから説明していただきたいと思います。 

 

＜事務局＞ 事務局説明 
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村澤会長 ありがとうございます。今、参事のほうから説明がありましたように、本審議会に

おきましては、この試案第１次案のかかわる審議をできれば、きょうで一応、審議を

まとめたいと思っておるわけです。 

我々は前回から、各班に分かれて分科会をつくって、そしてより深く関心の高いテ

ーマで議論していただいたわけですけども、本来ならばこういう試案というのは、既

に章立てになっておりますから、各章について一つずつ審議するのが普通かわかりま

せんけども。しかし、そういった審議の仕方というのは、この試案については地域審

議会でも随時やっていただいておりますし、諸団体でもそういう議論をしておられる

と思います。 

ただ我々としては三つの分科会で、たとえば「美しい環境と共生するまちづくり、

安全で安心して暮らすまちづくり」という分科会の立場から全体を議論しようという

ことで、各分科会が議論を深めてきたわけです。だから、やはりきょうのこの議論も

この三つの分科会からこの全体の内容について検討したいと思います。 

先ほど参事のほうから紹介をいただきましたように、関係部長もご出席いただいて

おりますから、より細かい内容についてもご回答をいただけるんじゃないかなと思っ

ております。なお、関係部長につきましては日常の業務がございますから、できれば

１時間ぐらいはご一緒いただけると思うんですけども、関係する質問を早めに出して

いただいて、ご回答をいただきたいなと思っております。 

それでは、先ほども申しましたけども章立てて順番にやるというよりも、全体のこ

の計画、第１次案の内容を検討していきたいと思います。それでどういうふうにして

いきましょうかね。時間が制約されておりますから、そんなにお一人の方が長々と質

問をしていただくと、ちょっと審議が進まなくなるんですけども。各分科会のほうで、

たとえばきょう一番初めにありましたように、安全安心のまちづくりという立場から

この試案の全体を眺めていただく。そういうような立場からご意見、ご質問を出して

いただくという形で各分科会の順番に進めていきたいと思います。 

それでは、別に順番を問いませんから、きょうご出席の方からご意見をいただいて、

議論にしていきたいと思います。それではどなたか一番初めに。では、岡野委員のほ

うから。 

 

岡野委員 先ほど、市長にご質問をさせていただいたんですけど、質問というか提案、提言。

何か総合的なお答えをいただいただけで、あと具体的な一つひとつの内容については

いただけなかったんですが、そういうのはどうなんでしょうかね。 

 

村澤会長 市長も先ほどおっしゃっておられましたけれど、関係する部長が今日は来ていただ

いておりますから、岡野委員の中でいろいろご発言をいただいたんですが、その一つ

ひとつに関係する部長に質問していく、そういうような形で発言していただければい

いと思いますね。どうしても全体的にかかわるということであれば、それは審議会の

質問として、事務局を通して市長に問うと、そういうような方法でいったらどうでし

ょうか。 
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杉田委員 議長、もういつまでもその三つの分科会にこだわるのではなくて、いわゆる全員で、

それぞれの分科会の枠を超えても論議すべきことはあると思いますので、そういう意

味では、全体的な枠組みの中でいわゆるやっていただけないでしょうか。全体の議論

としてやっていただきたいです。 

 

村澤会長 おっしゃる通りで。 

 

杉田委員 それをいつまでもこういう分科会のことにこだわっておりますと、一体何が重要な

のかというのは見えてきませんので。 

 

村澤会長 いやいや、そうなんですけど。だから、分科会で議論されたわけだから、そういう

立場から全体を眺め、この試案を眺めていただいて、ご意見を出していただくと。だ

から、別にさっきも言いましたけど順番を問わないですから、きょうご出席いただい

た方の委員の中で、ご意見あるいは質問のある方は出していただくと。それを基にし

て、さらに次の議論に進めていくという方向でしたらどうでしょうか。私が言いたい

のは、これを１から順番に、第１章から順番に検討するというのでは時間的に非常に

制約されておりますから、従来のようにできないということでね。全体を見て、どこ

でもいいから順番にご意見を出して、それを取り上げていきます。それでは岡野委員

のほうからお願いいたします。 

 

岡野委員 ２点ほどありますけど、先ほどの内容ともう一度重なると思いますけども、総合支

所と本庁との関係ですね。総合支所の地域振興拠点としての機能を明確にするととも

に地域住民の意思代表機能を新システム化することで、私どもはグループとしまして

も添付資料のほうで書かせていただいております。ページ３８もそうですが、それか

ら特にページ４６の１行目ですね。「本庁との役割分担を見直し、地域振興拠点とし

ての機能の明確化、各地域ごとに独自の活動力が生まれる体制整備を行い、総合支所

間の連携促進に取り組みます」という文章を添えたらいかがかということで書いてお

りますけども。そういう根底になっているのは、その重点プログラムの中にあります、

エリア分けでございます。現状を放置したまま新エリアを設定することによって、新

たな地域連携の創出あるいは効果的な行政サービスの提供にどうつながるのか。政策

的展開と効果を具体的に表現してほしいと思います。それが一つです。 

それから、いろいろ現状分析の中で、高齢化が二十数％にも予測されるということ

がありますけど、ユニバーサルのいろいろな考え方で包括してしまえばそれまでのこ

とですが、もう少し具体的な関係する中身を織り込んだ内容に、表現のほかにも方法

があるのではないかと思われます。 

それから最後に、先ほど申し上げました財政、行政経営システムの構築ですけども、

このあたりの施策体系が事前評価の内容あるいはそれらを行うことにおける指標と

いいますか。いわゆるベンチマークといわれておりますけど、誰がつくり誰が評価す

るのか。時期だとかいわゆる目標設定値などを明確にすることが必要なんですけど

も、どう考えられていくのか。 
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それから財務の仕組みですね。これが財務会計システムの整備をしないと行政経営

システムの構築ができないのではないかというふうに思いますが、その取り組み方を

明確にご説明いただきたいなというふうに思っております。以上です。 

 

村澤会長 わかりました。すべてをお一人に答えていただくということも何ですから、どなた

にお答えいただくのか。重点プログラムに関連して地域割の関係については、これは

どなたにお話……。参事のほうでちょっと、ではよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ それでは、私のほうから少し関連のことを。まず、総合支所と本庁の件ですが、こ

れは合併して１０団体が一緒になって、いろいろ申し上げましたが、動く市長室とい

う形で総合支所等を回るなか、こういう中でやはり総合支所の在り方が、合併前と比

べてやはり財務も含めて意識してきました。それで今の１年と９カ月、１０カ月たっ

て、全体のこの具体的な形としては、今、組織全体の点検を行っています。 

それで先ほど委員がおっしゃった、やはりもっと具体的なものを今回出していきた

いと、その通りだと思いますが。これは１１月中にいろいろ申し上げましたように出

してまいります。それと併せてやはり組織体制についても、今、並行して考えており

ますので、その中で、本庁と総合支所についても非常に大事なことと認識しておりま

すので、提示してまいりたいと思っています。 

その中で、とりわけやっぱり地域振興、これにかかわっての市の役割というのは大

きいと考えておりまして、これは、総合計画の中での位置付けですが、具体的にはの

ちほど重点プログラムの中の情報を少し補足させますが、エリア区分とともに、なぜ

重点プログラムを出して、委員がおっしゃるようにこの６年、１０年の中の前期５年

を見据えた政策展開と、その在り方をはっきりとしていく。その中で、地域振興にか

かわっての総合支所の役割ということを明確にして、それはダブりますが組織の中で

の位置付けを本庁と総合支所のかかわりということを明確にする。さらに申し上げれ

ば、来年４月以降はその具体的な体制整備も踏まえて、進めてまいりたいと思います。 

それから、高齢化が非常に進んできています。一部美杉等、会長がおられるところ

では、地域審議会へ伺いましたら限界集落という言葉もございまして、こういった中

でコミュニティの形成をひとつどういうふうに再構築するかというのはテーマです

が。そういった中では、高齢化の施策につきましては、施策体系の中で、構想をいろ

いろ検討しております。こういったことを踏まえた形というのは、こういうご所見を

踏まえて１１月にお出ししてまいりたいと考えております基本計画の中には、そうい

ったことを踏まえて、具体的な５年間の動きということをご紹介というか、考え方を

事業と併せて出していきたい。 

そして、これら５年間で出す、基本計画につきましては５年間の財政フレーム。こ

れまでの財政の帳消しということを申し上げてきましたが、５年間のフレームについ

ても裏付けを明示する、こういう考え方です。 

それから、三つ目の行政経営システムについてですが、これもまず市長は就任して、

まず行革をやって、そして一つのまちづくりの一つのお金というか、そういったもの

を生み出していく。そして、こうやって審議会で新しいまちづくりの考え方、構想と
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いうかですね。基本的な考え方をどうやっていくかということを含めて議論をさせて

いただいていますが、並行して行政経営システムを構築中でありまして、その中で行

政経営の在り方、これも一つ、従前のままの体制の中で一つの新市の事業を取り組む

ことについては、やはりいろんな研究をしていこうという形です。 

構想の中で書いてあるのはこの一部ですが、これは行革の推進本部というのがござ

いまして、副市長が、本部長、副本部長となっておりまして、幹部のみんながメンバ

ーで、いろんな行革のテーマという形をいろいろやっていますが。その中でかなりこ

の夏以降、行政経営の在り方、事業の進め方を総合計画ができると同時にこれからど

う進めていくのかという形を考えています。平成 19年度の職員数は３,０１３人です

が、来年には大体２,９００人に、これが数年後には大体２,５００人体制という形を

出していますから。ただ数字を減らすだけとは違って、そういった中での仕事の在り

方。この５年間の中で、本当にやらなきゃならない事業、限られたお金の中で、仕事

をどう進めるかということです。 

これにつきましても併せて行革の一つの中での事項でございますが、構想と計画を

進めるためには非常に委員がおっしゃるように大事なテーマです。こういった中で、

いろんなたとえば少しまだ案ですが、市長が１年間の施策の考え方を示して、それを

部長がその１年間の経営の方針を出していく。それを踏まえて各立場で諸検討がなさ

れ、いろんな前提となります大きな投資事業については、早めに事業を展開する。 

それから何より、今、おっしゃった評価ですね。評価についても今、併せていろん

な形の評価を、市民評価の視点も踏まえてという形で出していく。 

きょうは多岐にわたりまして、少しいろんな思考もこの１１月の行革本部でまた出

して、幹部ともいろいろ協議しておりますので、具体的なまちづくりの段階ですけど、

これは早い段階で、やっぱり具体的な体系というものもご紹介する機会も持ちたいと

思います。 

それから、おっしゃるようにこの構想でいろんな意見の中でやはり具体的な指標が

あるというものは取っていく。これはこの審議会のもしくは市長からも当然、これは

指示が出ております。今、所管の中でも基本計画の設定を巡って、いろんな形の具体

的なわかりやすい指標を取る。 

ただ指標だけをとって、それで一人歩きという形だけじゃなくて、それは本当にや

っていく中での具体的な市民と共有できる、一つの目標値になるかと。たとえば、今、

環境においては環境基本計画をつくる中でも市民と一緒になって、そういった目標設

定なんかも設けておりますし、いろんなやり方の中で、目標というものを共有できる

ように変えていきたい。これも１１月にお示しする基本計画の中には、一つの輪郭と

いうものが具体的な数値として出てきます。このように思っておりますので、またそ

ういった中でご覧いただいて、ご意見をいただきたいと思います。 

最後に財務会計のことをおっしゃいましたが、財政状況、これは踏まえております

ので、さっき申し上げた５年間の経費もいろいろと申し上げていますし、また財務部

のほうでもいろいろそういった財政の実態、債務、行革による削減効果などを踏まえ

ており、それから、予算は事業別等でやっていますが、これからわかりやすい決算と

か、予算の仕組みということも踏まえまして、これは総合的なひとつの形として推進
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すべきものと考えておりますので、具体的な数値は基本計画の中で、それからいろん

な仕組みは行政経営の中でということで、併せてお示しを年内までには出していただ

くというふうに思っています。 

 

村澤会長 ありがとうございました。関連質問ですか。手短にお願いします。 

 

岡野委員 手短に。ありがとうございました。スケジュールを見ますと、いろいろご検討いた

だくということでお答えをいただいたんですけど。非常にまた審議というか聞かせて

いただいて、我々は消化不良のまま時間がなくなっちゃって、それを議会にかけて「届

きましたよ」というようなことのレベルが、スケジュール的にどうなっているのかな

という懸念もあるわけですよ。たとえば、重点プログラムにしてもまだ出てきていな

い。じゃあいつ出てくるのと。それは何なのかさっぱりわからないですよね。 

だから、大きなゾウの鼻の頭だけとか、お尻だけとか爪だけとかいう形では、総合

的な中身はわからないねというのは、私どもいろいろ取りまとめた意見としてはそう

いうことが多いんです。ぽろぽろ出してもらって相関的にどうなっているのか。それ

を検討する期間もない。何か睡眠のような形だよね。審議という意味では、私どもの

責任は果たせないんじゃないか。果たすべき内容としては、もう少し何らかの対応を

していただかないと難しいのではないかなという気がしております。 

 

村澤会長 ありがとうございます。おっしゃるように要望があれば、そういった資料も事務局

側に用意していただきたいと思いますから、もし必要な資料を求められるのなら早め

に言っていただくということも、一つの方法だと思います。 

次に木下さん、いきましょうか。 

 

木下委員 今、岡野委員の質問にお答えいただいたので、ちょっと駄目押しみたいなところも

質問としてはあるんですが、勉強不足ですみません。それとちょっと前置きを一言。

我々は５分しかありませんでしたので、柏木委員が非常にうまくまとめて一点突破と

いう形でお話をさせていただいたんですが、やはり既に救急医療とか防災ですか。既

に進んでいる、今、現時点で進み出していることはこの際いいですということで横に

置きました。だから、やはりほかの分科会も言っていましたように、言わなかったか

らということではなくて、やはり一度ここに書いてあることを、大事なことが書いて

ありますので尊重していただきたいなと思います。 

救急医療なんかも命にかかわることです。きょうのニュースを聞いていましたら、

病院が崩壊だとかいっていますし、非常に保障だとか年金だとかということがやはり

一番の不安ということでありますので、やはり行政としては一番この命、最低限の保

障ができるということが、やはり大事かなと思っております。そういうことで一点突

破で……。 

 

村澤会長 もし関係するご意見で、たとえば、そういう医療福祉のことで確認しておきたいと

いう内容もあれば、きょうは関係部長も来ておられますから、お話しいただくのも一
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つのやり方ですよ。 

 

木下委員 そこら辺は委員の吉田先生にお願いをして。私も本当に医療機能、地域の医療です

ね、これは非常に問題だなと一言ではちょっと言えませんので、ちょっと言いたいと

思ったことは、この第１次案の中にもありました「発想の転換」だとか、「人間改革」

だとかという、意識改革は言うはやすく、なかなか人間の意識はそうは変わっていか

ないんですね。だから、やはりおっしゃられたように構造改革、組織改革だと思うん

です。そういうところが変わると、自分の考えも変わらざるを得ないと思うんですね。 

ですから、その動いている組織を変えられるんだというのが、我々一市民にも見え

る形でやっていただくと、「ああ、行政も頑張っているな。じゃあ我々だって辛抱す

るところは辛抱しなくちゃ」となるかと思うんですね。それで、確かに言ってくださ

ったように単に人数がどんどん減っていくと、地域におりますと非常に寂しいわけで

すよ。窓口に行くとだんだん機械ばかり増えて人がいないと。こういうのは切実に寂

しさのほうへいっちゃうんですね。そうではなくて、何か人が減ったけれど、結構温

かみはあるんだよというところをきちんとやはり情報公開していただいて、そういう

意味でやっているんだと。それから組織。要するに行政改革していく中で構造を変え

ていく、やはりトップダウンどういうのは早いんですけど、一職員さんがいい発想を

持っていたら、それを吸い上げるような柔軟な組織という形で、構造を変えていただ

きたいなと思います。 

 

村澤会長 そういったことについて、組織の仕組みあるいは組織改革。こういったことでどな

たかご回答いただけますか。では、お願いいたします。 

 

＜事務局＞ さっき申し上げた、行政経営の仕組みの中でも、具体的に考えているのは企画予算

のほう、配分化をやっています。それから、所管としては公募で、いろんな職員をと

っていますが、いろんなさっきおっしゃったその提案を具体的に実現するための公募

をして、それは人事だけと違って、所管の担当者も一緒になって、そういう面接をし

て、決めていく。少し所管において動きやすい形というんですか。ここは今回統計を

とって、仕組みという構造改革をとっております。かなりやはりそういった一つのす

ぐにこれをやったからどうこうという形はないかもしれませんが、これを一つの組織

風土の改革、そういったことも併せて一つの提案というか、そんなのも全体としてや

っていくという一つの仕組みを、今、行財政改革推進本部の中でも最終的な段階に来

ております。そういったことも具体的に並行しておりますので、またご指導をよろし

くお願いいたします。 

 

村澤会長 ありがとうございます。では、阿部委員のほうからご意見をいただきたいと思いま

す。 

 

阿部委員 意見というよりエールを送りたいんですけどね。先ほどの第２分科会ですか。この

辺の話で、総合支所との役割分担、初めからこれが一番重要じゃないかと。何にもま
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して、まず地域住民としては一番気になることですし、それからやっぱり活力ある、

何回も同じことを言っていますけどね。多様性ある地域ができるかできないかが、特

徴ある新市ができるかできないかの本当に根幹にかかわる問題だと思っています。 

だから、できるだけ早くその体制づくりをお願いしたいと思います。先ほどうちの

地域で体育祭だとか文化祭をやったんですね。どうも今までと感じが違うんです。支

所はあるけど、別に何の権限もないし。だから、そこのリーダーというのかな、地域

リーダー不在という感じですね。僕のひがみかしらんけど両方見に行ったら非常に活

力が落ちている感じ。これは至急、何らかの対応策を取っていかないと、どんな立派

なプロジェクトをつくっても地域住民が中に入っていけないような形になる恐れが

あると思うんです。その点をひとつよろしくお願いします。 

 

村澤会長 そうですね。今までは小さい地域の町村長さんとかが中心になったりして住民を引

っ張る。そのような形態ができていたわけですが、今回、広域ということで、なかな

かその核が地域に点在していない。そういうような状況が起こっているということ

は、よく我々も耳にすることですね。このことについて何かご意見をお持ちでしたら、

ご回答いただきたいんですけども、お願いいたします。 

 

＜事務局＞ 支所のことですので、たびたびすみません。副市長からも今、まさしくおっしゃっ

た点について、もっと総合支所が自信を持って、積極的にダイレクトにということを

期待して回っていただきまして、こんなのを今の点はいろいろ申し上げましたけれ

ど、こうあってしかるべき本庁と総合支所との役割分担、組織の体制をどう取り込ん

でいくか検討中であります。 

 

村澤会長 ありがとうございました。それでは杉田委員のほうから、手短にお願いいたします

ね。 

 

杉田委員 いつもそう言われますけど、大事なことですので。この前のときに市のほうから、

いわゆる活力あるだけでなくて、総合計画のワーキンググループの提言内容をホーム

ページのここに３行目に反映させましたよというメールをいただきました。それの中

で「活力あるまちづくり」の関連で、私は産業振興基本条例みたいなものを制定して

はどうかという提案は発言させていただいたんですが、そういうものについては、一

切採用されていない。 

したがって、私はきょう皆さんのお手元に、県がこの４月につくりました産業基本

条例を持ってまいりました。こういうようなものと関連をしながら、いかに上手に活

用して産業を組み立てていくかというようなことが必要なので、実際問題、「いや、

県は県ですよ。市は市ですよ」と、こういうやり方をいつまでやるんですかというこ

とが一つあります。 

それからもう一つ、さっきからもよく出ていますけども、いわゆる分権内分権みた

いな形で、支所がそういうようないわゆるそれだけの権限と財政を握って、それでや

るということ、これも大事なことではございます。しかし、先ほど市長がおっしゃっ
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たブドウのようなという、このブドウですけれども。基本的に自治会を中心とした地

域コミュニティは一つひとつのブドウの粒かもしれんけれども、枝分かれしていると

ころのいろいろなものがいわゆる支所の役目ではないか。そういうようなことを考え

るための資料として、もう一つは地図がございますので。これは可住地面積、ＤＩＤ

面積の比率等を出しました。そして、それと、いったいどういうような分布をしてい

るか、こういうようなものもあります。 

たとえば、白塚とか栗真周辺の人口は１万９,０００人ぐらいみえるかな、たとえ

ば美里の人口は３,０００人か、５,０００人ぐらい。こっち側は支所でも何でもない

わけですけど、そういう意味合いでは、ある意味での不平等というものもあります。

だから、その辺のところの構成をどういうふうにしていただけるのか、これが一つ。 

それからもう一つは、実はそれが一番大事なのですが。いわゆる中心市街地という

ことが、今、日本全国で話題になっております。この中心市街地を皆さんが誤解して

いるんです。中心市街地は市長でも誤解しているけど、中心市街地の商業だけを指し

ている。これじゃないんですね。たとえば、周辺の地域に都市銀行の支店があるんで

すか。郵便局も民営化して採算が合わなければ、地方のいわゆる郵便局は閉鎖しない

とも限りませんよ。病院や介護施設も都市部に比較的集まっていますよ。地域に人工

透析のできる病院がどれだけあるんですか。そういう都市機能を真ん中へ持ってき

て、そして、いわゆるコンパクトなまちづくりの中で効率良くやっていけるようなこ

とが中心市街地であって、中心市街地というと、何か商業の問題のような捉え方をさ

れております。 

この辺が違うんで、「東京がない日本というのはあるんですか」ということと同じ

なので、そういうような意味合いから、もう一度、中心市街地というものは重要な拠

点であるということを、いわゆるこの総合計画の中には盛り込んでいただきたい。 

あくまで何かインターのところが、そういう拠点であったり、赤潮の多いなぎさま

ちが拠点であったり、そういう書き方で、それで端々だけが掛かっているのではなく

て、やはり本当の根幹たる中心市街地というのは別個として、いわゆるきちっとした

理念で中心市街地というものは、どうあるべきかということを掲げるべきじゃないで

すか。いわゆるそういうことをなぜやれないのかよくわかりました。 

たとえば、市役所の先ほどの行動の問題にもなるんですが、よそさんは定住化ある

いはまちなか居住という問題から、中心市街地活性化室、いわゆる政策課から都市計

画のほうへ移しております。そういうようなことをやらずに、それをただ単なる商業

の分野だけ、商業の中へ中心市街地活性化室を持っていって、そのままになっている。

これは随分よそと遅れているのではないか。そういったことをもっと研究されて、や

っぱり中心市街地問題というのは、重要課題の項目に掲げていただきたい。そして、

都市活動を支える金融、産業、情報、ビジネス、教育、仕事にしても、「これがやっ

ぱり中心なんだよ」というように位置付けないと、これはとてもではないけども、ま

ち自体が形をなさないと思います。 

それがここにまとめてありますが、「津市総合計画と中心市街地について」という

ことで加えてほしい問題点ということで、私の名前で出させていただいているものが

ございます。もう一つはそれと並列して、商業全体連合会がパブリックコメントを出
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させていただいたものと、この二つを併せて、またあとで読んでいただいてご議論に

していただきたいなと。 

何か非常に市をまちをいわゆる抜本的なまちづくりの根本からではなくて、枝葉か

ら話が出てきている。安心安全だって、じゃあ津市に一体総合病院があるんですか。

三重大学以外に、そんな大病院はないじゃないですか。三重大学は、あれは本来は学

校ですよ。要は本来の市民病院も何もありません。そういったような状況の中で、今、

医療はすごく危ない状態じゃないですか。そやのに、なんで安心安全とか言えるんで

すかということを考えてほしい。実はうちの息子がたまたま鼻血を出して、三重大学

へ行ったら「鼻血だけ止めて帰ってください」。４回通うて、それでも止まらない。

何も調べてくれないんですよ。血圧もＣＴも何にも調べてくれない状況でもありま

す。あるいはこの間の透析をしている老人が、病院から「３カ月過ぎましたから出て

いってください」と。出て行ってくださいやけども。 

 

村澤会長 村澤会長 大事なことなんで、私はよくわかるんですけれども……。まあ。 

 

杉田委員 先生、危機感があまりなさすぎませんか。 

僕はこの審議会は議会じゃないと思っています。議会でないだから、何も僕はいち

いちですね、そんなもう。 

 

村澤会長 議会でなければどうっていうことはないんだけども、皆さんはいろんな意見を知り

たいわけです。 

 

杉田委員 ちょっとおかしいと違う。会長のやり方は審議会じゃなくて、議会の議事ですやん

か。 

 

村澤会長 だから、みんなの方が何らかの発言をして。 

 

杉田委員 だから、聞いとってもらって、それを取り入れてもらったらよろしいだけですよ。 

 

村澤会長 それだけしゃべれば時間がないじゃないですか。どうされるんですか。ほかの方が

待っている方がいるわけでしょう。だから、要点をまとめて言ってください。 

 

杉田委員 だから、言っているじゃないですか。ただ一番重要なところはいっぱいあるけれど

も、命の安全にかかわるようなことは、当然、もう少し真剣に考えていただきたい。 

 

村澤会長 皆さん、真剣に考えておるんですよ、お宅だけじゃないんですよ。だから、しっか

りと皆さん聞いているんだから、要点をまとめて、次の方にやはり時間を……。 

 

杉田委員 だから、私もまとめて書いてありますから、それを読んでいただいたらよくわかり

ます。だから、これでやめますけれども。先生、それはね、あまりにも審議会の運営
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がね、下手くそですわ。 

 

村澤会長 まあおっしゃる通りで、私は上手ではないですけども、できるだけ皆さんが、関係

事務局の方に質問されて、それを聞いて、そして審議会でまとめていくというのがや

り方だと思いますよ。 

それでは、杉田委員にいろいろご意見いただいたんですけども、そのほかにご意見

のお持ちの方、言っていただければと思うんですけども。それでは若浪委員のほう、

よろしくお願いします。 

 

若浪委員 せっかく各部局さんが来てもらっていますので、ちょっと各部局さんにお願いにな

るかと思うんですけども。この第２分科会の報告の中にもありますけど、公共施設の

見直しについてなんですが。今、既に統廃合をある程度されているところもあるかな

と思うんですけど、これからたくさんの公共施設の統廃合。その前に総合支所の問題

も出ておりますけど、そういったことを、あくまでも今までの利用率とか効率とか、

そういった数値だけにこだわらず、その地域にとってどうしても必要なんやというも

のについては、その利用方法とか、それから整備するものは整備して、それで残して

いくか。そういった点で公共施設の在り方。これは営業各個人会社と違うんですから、

その在り方を十分検討した上で、統廃合を進めてほしいなというお願いでございま

す。以上でございます。 

 

村澤会長 ありがとうございます。第２分科会のほうでもその件はかなり深く審議されたんで

すけども、単に利用されないから統合というよりも、それをいかにしたら皆さんが使

えるような方法はないのかと。そういったことも検討してほしいというようなことも

第２分科会では意見として出ておりました。このことについて、事務局側でどなたか

コメントいただけますか。では、お願いいたします。 

 

＜事務局＞ 総合計画でも公共施設というのは、基礎調査の中でも少しいろいろ分析して考えた

のが、幼稚園、小学校など、まあ行革という面からも、公共施設はやはり６４０ぐら

いですか、学校の施設から公民館を入れましてこれぐらいあります。ホールは八つほ

どありますね。確かに新津市であったら八つのホールは建てなかったであろうと思い

ますが、結果的にはそういった中でやはりコンパクトな都市をやっていく中で、施設

を維持していく。建てるにあたっては起債でできますが、その維持をしていくお金が

結構たくさんいります。そこらあたりはどうかというのは、行革との関連でこれでい

いのか。ただ、今おっしゃるように、なくしてうんぬんというではなく、先ほど申し

上げましたように八つのホ－ルの稼働率が１０％から７０％を超えるまで、いろいろ

ありまして、やはり地域の実状の中から建てられた経緯があろうかと思います。現実

的な問題になれば、やはり利用率を上げていく。ホールがあるんだったら、そこを活

かした方策。さっき総合支所の話が出ましたが、地域振興の中でどう取り入れるか。

ホ－ルを総合支所の地域においてどのような活用方策があるか。そういうことも踏ま

えて今、いろいろと不安になってきました。 



- 27 - 

ただ一部、申しわけなかったんですけど、芸濃のほうについては少しお休みさせて

もらって、さらにいろいろ多面的に交流させていただいているものもありますが。今、

全体的にこの公共施設の在り方というものも行革の中で検討しております。ただ言う

がやすく、地域に入りますと、今おっしゃるように津市として、だから、やはり本当

に必要なものか。必要だったら、どうやってその利用をなすのか。それからさらに、

いろんな今までのニーズに応じた、違う乗り入れもして、地域振興を絡めるという部

分がありますので、お答えにまだ至っておるか知りませんけど、行革の中では、やは

り公共施設の見直しというのは一つの大きな項目の一つですから、やはり具体的な廃

止やうんぬんと、活用も含めて提案してまいりたいと思っていますので、それぞれま

た各地域審議会へ回りますが、その中で、今日は会長さんもおってもらいますが、ぜ

ひ議論というか、言いたいことがあれば、また伺わせていただいて一応集約も含めて

考えていきたいと思っています。 

 

村澤会長 ありがとうございました。きょうは産業関係の農林水産業あるいは教育。いろんな

関係の部署の方が来ていただいていますから、４回、５回の審議会の中でいろいろ意

見が出ておりましたように、もう一度、繰り返すような形で意見を出していただいて、

コメントをもらうといいじゃないかと思いますね。内山委員のほう、よろしくお願い

いたします。 

 

＜事務局＞ 会長、中心市街地でちょっとお話をさせていただきたい。 

商工観光部長でございます。中心市街地につきましてはいろいろとご意見、ご議論

いただいておりまして、ありがとうございます。総合計画の位置付けの中では、重要

な交流拠点ということで、トップに挙げさせていただきました。その中にはやはり中

心市街地と申しますのは、いろんな意味で以前から伝統文化、そういうものも盛んに

培われてきた場所でございますし、ある意味で都市の顔という部分がございます。そ

れ以外にも社会インフラもかなり集積をされておりまして、道路、下水等いろいろな

設備も整っております。 

そういう中で現在、こんなことは釈迦に説法でございますが、中心市街地は、余分

なお話でちょっと時間を取るかもしれませんが全国的に疲弊しております。この問題

は全国各地で議論になっておりまして、今回まちづくり三法の改正に伴いまして、逆

に中心市街地は住民の方々によって、考え方によっては自分らのものになる。という

ことは、皆さんが協働し合えば、大規模店舗にもどんなことでも許可ができる。だか

ら、皆さんがまとまってどんな事業をされるかということが、最も大切な場所になり

ました。それを皆さんがすぐに決められれば許可はすぐ下ります。そういう意味で、

どんな大規模でも、どんな小規模でも直ちにできますので、ある意味法律が変わりま

して、皆さんがご自分のご意志でやりたいというものについては、非常に便利になっ

た。 

逆に私どもといたしましては、まず全体を見直しているということ。そういうのが

出てくるようにお働きかけをさせていただいているつもりでございますが、なかなか

やはり土地の問題、いろんな問題がございまして、平日「まちづくり津夢時風」、商
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工会議所も含めまして、ご苦労いただいております。そういう中で、今のところ中心

市街地ということは法的には最も優位な位置付けになっておりますので、それを踏ま

えて、そういう今後のまちづくりの考え方をしていきたいと思っておりますが。何分、

地域の皆さんがまとまるかどうかという、この１点でございますので、そこのところ

は行政としては入り得ない部分もございますが、一緒に頑張っていきたいと思ってい

ます。以上でございます。 

 

村澤会長 ありがとうございます。中心市街地に関連してなにか。 

 

＜事務局＞ 少しだけ。たぶんなぜ中心市街地が、ここまで議論されないかんということを思っ

てみえる方もあるかわかりません。 

 

村澤会長 それでは併せてちょっと。 

 

＜事務局＞ 少しちょっと話をさせていただきますと、今、たとえば固定資産税を考えてみます

と、税収の半分を占めます。おそらくそのほとんどが、この中心市街地の固定資産税

の税収ではないかなと思います。これが衰退をしていくということは、やはり今、経

済であっても、文化であっても、現的にはやはり中心になっておる市役所の本庁はこ

こにありますし、行政の中心でもありますので、ここが分散をして衰退をしていくと

いうことは、やはり将来の津市にとってもいいことではないということです。 

そういうことで、全国的にもこの衰退した中心市街地を、何とかもう一遍活気を戻

して、持続的に発展できるような都市にしていこうと。効率的な都市にしていこうと

いうことで、今、いろいろこうして議論がされて、周期的に税金をつぎ込んで、活性

化に持っていっているということが今、現状としてございます。 

先ほど、杉田委員から話も出ました、それとは逆にインター、今回開発可能地とし

て総合計画の中でも位置付けをしておるんですが。これは少し中心市街地と裏腹のと

ころもございます。今回の中では、新産業交流拠点というような表現でしております

が。ここはここで広域交通網を建設する、一つのポテンシャルになるエリアですので、

ここへもし商業を持ってこれば、中心市街地の商業とのバッティングというのもある

んですが。少しここはしっかり考えながらインターの所はインターの所で、将来の活

力になるようなことも考えていく必要があるかなということで、今回の総合計画では

整理しております。以上でちょっと簡単にご説明させていただきました。 

 

村澤会長 中心市街地については、いろいろご意見の方もいられると思いますけども、十分な

議論はなかなかできなくて、満足できるようなお話になかなかまとまらないと思いま

すけども、とりあえず津市のほうから市街地についての考え方を説明していただいた

ということで、留めておきたいと思います。内山委員のほうからご意見いただくとい

うことで、お願いいたします。 

 

内山委員 一つはこの快適な生活空間の形成という課題があります。それからもう一つは、こ
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れに関連して市街地の活性化の問題も出ておりますが。合併したことによって市街地

の周辺に広大な農山村地域が、今回津市が合併したことによって入ったわけですね。

そこでの地域の実態は、皆さんご存知の通り、特に農地水田については減反率が３

０％以上、そしてそれらを耕作する人たちが、６５歳以上の方が大部分という実態が

ありますし、米価については、ＷＴＯ交渉はやっておられますが、おそらく自由化さ

れるということになると、さらに米価は６０㎏あたり１万円ぐらいになるのでないか

と。あるいは切るかもしれないという不安が広がってきております。 

こういった実態と将来１０年先、２０年先を展望するときに、この都市周辺の農地

がさらに荒廃化していく可能性が極めて高い。年寄りの方々が生きがいを持って、現

在は自分の土地を一生懸命、山林も農地もそうですが管理して努力されております。

次の世代が果たしてこれを着実に引き継いてくれるかどうか、非常に不安が広がって

いるのも事実であろうと思っております。したがって、環境保全という関係からも、

この田園都市を美しいものにしていくということが、一つの課題であろうと思いま

す。 

やはり生きがいのあるきれいな環境に住みたい。田んぼが荒れておって雑草が生え

まくっておるよりも、たとえば美しいれんげで満たされておるとか、その他の作物で

転作ができておるとか、なかなか経済的にも難しい状態が続くわけですけども。市民

の生活の観点からはきれいな田んぼが常に眺められる中で暮らしたい。これは市内、

市街を問わず住民の総意になっていると思います。 

ところが、今言いましたように非常に困難な情勢が待ち受けております。現在のと

ころ、皆、頑張っておられますけども、そういったことを展望するときにこのテーマ

として「快適な生活空間の形成」とか、次の「活力のあるまちづくりの中の自立的な

地域経済の振興」ということで、農業についてもいろんな記述がなされておりますし、

大規模経営農家の育成とかいい面も出て、狙っておられるわけですけども。一方では

そういう実態があるということを踏まえて、その生活環境と産業振興の側面から、こ

の辺をどういうふうに見ていったらいいのか。正直なところ私もわかりませんが、こ

の辺について担当の部長さん方がおられますので、どんな認識をされておるのか、少

しお聞かせ願えたらありがたいと思っております。 

 

村澤会長 非常に難しい問題ですけども、このことについてはどの方に。農林水産部長、では、

よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 農林水産部長でございます。きょうはいろいろとお世話になっております。 

この委員の中でも農業に携わっておられる方がたくさんおみえになるんじゃない

かなと思うわけでございますが。ことしは特に大変米価が下がってまいりました。先

ほど１万円ということをおっしゃられましたけども、全農では、政府７,４００円で

したか。それプラス単協が上乗せしてお支払いしたというようなことで、かなり米価

が下がっている。これにつきましては、やはり先ほどおっしゃられました高齢化とい

う部分や生産調整がうまくいかなかったという部分で、きょう現地に行ったら９９と

いうぐらい、ちょっと下がっておるんですけども、まあ米価が高いということがござ



- 30 - 

います。 

先ほどおっしゃられましたような私は農業を守っていく立場、農林水産部ですので

農林水産、大変難しい状況でございますけども、何としてでも守らなければならない。

環境面もおっしゃられました。確かに水害の面でも山から田んぼ、それから海まで何

とかしていかなければならないという状況の中で苦慮しておるところでございます

が。特に農業につきましては、国の方策でありますように経済性を考えてこの田畑を

集約化して、大きな機械を入れて経済効果を上げようという動きもございます。 

ただ先ほどおっしゃられましたように、ただ農業が大きくなって、一人の人がやっ

てみえて、そのあとそれを継いでくれるかどうかという部分が非常に大きな問題にな

っていることがあります。今までの状況では、今後もどうなっていくかわからないと

いうところから、まずは付加価値の付いた作物をつくらなければならないみたいにな

ったわけです。今までのお米、そのままの状況で、何か付加価値を付けた品物をつく

って、やっぱり皆さん方の市場に積極的に出していったらどうなんだという思いがあ

ります。それは減農だったり、低農なり、有機農法なりというのがいろいろあろうか

と思います。そういう部分で、まずいったんは付加価値を付けた中で生産性が落ちる

ことはあるけれども、経済性は上がる。そういうもので、後継者の候補の方たちもわ

かっていただけたらなという思いが１点あります。 

それから政府で、今回３４万トンの買い入れと１０万トン相当の飼料米をＪＡが処

理してというようなことで、１０月２６日に決定がなされたところです。これにつき

ましても生産調整の目標設定、それから生産調整の非実施者に対する働きかけ。それ

から、生産づくり交付金の調整とか非食糧米、飼料、米粉、輸出とか、バイオエタノ

ール用の生産調整にもカウントするような仕組みをおっしゃっておられます。という

ような方向性も出てきております。 

なにせ、まずは付加価値を付けて市場にそれを出していただくということをＪＡさ

んなり、生産者の方たちと、まずはお話をさせていただかなくてはならない。そこか

ら始まりかなという思いがあります。ちょっとそういうところから農地を守りながら

経済性を高める。生産性は低くなっても経済性を高めていくというようなことで進ん

でいきたいなという思いがありますということです。 

 

村澤会長 ありがとうございました。併せてちょうど４回目でしたかね、林業についても水井

委員のほうから、かなりご心配の意見が出ておりましたけど。水井委員、何か併せて

ご質問ございますかね。 

 

水井委員 林業ということでせっかく機会を与えていただきましたので、併せてお願いという

形で申し上げたいと思うんですけども。 

かなり山村、林業ともに疲弊していて活気がないということで、市のほうもいろい

ろ気をかけていただいて、何か自ら活性化を模索するような企画はないかというよう

な温かい声も実はかけていただいております。我々関係者としましても、まさに限界

集落なる限界産業というような形で、この総合計画が生きるか死ぬかの大きな転機に

なるんではないかなと思いまして、やっと関係者が一ついろいろ意見交換をしようじ
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ゃないかというところにきております。ただ具体的にはどういう方策かというのはな

かなかまとまらないですけども、この計画の中でもバイオマスとか、いろいろ夢のあ

る計画も出していただいておるんですが。やはり今、先祖が維持の経費と手間暇をか

けて育ててきた木が資源として立派に使えるところまできておりまして、これに何と

か付加価値を付けて、まず市場なり消費者に送りたいというのが地域の願望でござい

ます。 

そういった中で副産物として発生してくる破材とか、質の低い間伐材等をエタノー

ルという形で利用できれば、これは最高じゃないかということで、非常に我々も勇気

を持ってひとつ何か挑戦しようじゃないかということでやってきておるんですけど

も。何分、後継者として頑張っていこうというパワーもだんだんなくなっておりまし

て、今現在かかわっておるそれぞれの自分の守備範囲の中で、森林、林業の関係者も

おるんですけども。どれが欠けても存続しないという本当にきわどいところまできて

おります。そういうことでひとつ行政の支援を得ながら頑張りたいと思うんですけど

も。 

やっぱり地元の山、そういったものを下流の人がどのように考えていただいている

かと。今までやっぱり今現在は苦しんでおるんですけども、下流にかなりの恩恵をも

たらしてきておるということも、ぜひ知っていただきまして、やっぱり水の問題、防

災の問題、そういったものもそろそろ市全体としては考え直していただくようなきっ

かけにしてほしいなと思います。そういったことから、施策の中でも多少うたわれて

おりますけども、やっぱり地元の木を何とか有効に使っていこうというような仕組み

も期待感としてはかなりございますので、そういう面でもひとつ。我々も努力してい

かなければいけませんけども、市民全体の理解が得られるような総合計画にしていた

だきたいと思っています。 

それから、もう一つちょっと私どもがお聞きしようと思っていたんですけども、非

常に広い市域で、地域間格差も現実のものとなってきておるんですけども。エリア区

分の中でいろいろそれぞれの役割を見直して、またフレームづくりにしていきたいと

いうお話もうかがったんですけど。今後の推進、特にアクションプログラムのそうい

った推進にあたっては、一応そういうエリアごとの推進計画といいますか、そういう

ものも考えられるということで期待してもいいのかどうか。その辺を一つ、ご回答い

ただけたらなと思います。 

 

村澤会長 ありがとうございます。林業については、何か追加の説明をいただけますか。 

 

水井委員 林業については、やはりこの環境とリンクして、今はただ山をとにかく健全な山を

つくろうということで必死になって間伐作業というのを重点に補助金をいただいて

やっておるんですけどね。やっぱりこれも限界がございまして、収益を少しでも上げ

ないとなかなか認可がついていってくれないという現状です。それともっと深刻なの

が自分の山がどこにあるかわからないという人が非常に増えております。この辺を最

後のチャンスと思って、我々も今いろいろそういう情報を持っている人を頼りにやっ

ておるんですが、なかなか進まないというのも現状です。国に対してはいろいろそう
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いう権利関係を明確にするための地積調査とか、そういう要望もしておるんですけど

も、これは経費も時間もかかってなかなか具体化しないという中で、地域のそういう

人材をいかにうまく使って森林の管理あるいは個人財産の管理をやっていくかとい

うこと。その辺も一つ知恵を絞っていきたいと思います。 

総合計画の中ではないですけども、プログラムの推進の中では、ひとつよろしくお

願いしたいなと。かなりそういう面の期待も持っております。以上でございます。 

 

村澤会長 何か追加の政策的なことで、説明がいただければ併せてご説明いただきたいですけ

ども。 

 

＜事務局＞ 農林水産部長でございます。先ほども申しました、審議会のお話で大変難しい部分

です。先ほど言いましたように山から海までという形で山が保全されなければ、農地

なり、海まで影響が出るというふうになりまして、保全にてこ入れをさせていただき

たいと思っております。現在、行っていただいております間伐、それから下草刈り

等々、保全には力を入れていただいておるわけでございますが、先ほどおっしゃられ

ましたように後継者不足が生じてきております。 

それから山ですから、お年寄りが高齢化になってくると山へ入れないという部分も

含めて、機械化なり、そういう部分も含めて、また材木の利用の仕方も含めて地域の

方々とお話をさせていただきたいと思う次第でございます。以上でございます。 

 

村澤会長 ありがとうございます。もう一つのエリアづくりという書き方はちょっと。それで

はよろしく。 

 

阿部委員 せっかく農林水産部長さんがおられるので、お尋ねしたいんですが。今までのやり

方ですね。組合長がお話しされて、ボトムアップ方式で結構だと思うんですね。ただ

農林業問題というのは、これは世界的な問題ですしね。今、食糧がいわゆるさっきち

ょっと話が出ましたが、バイオエタノールの問題、食糧不足になっている。それから

水井委員が言われた間伐材をエタノールに。これは結構なんですけれども、ああいう

成分的な問題から、ああいうものでなかなかやれないと。やるんだったら本当の長期

的な腹の座ったやり方でやらないと、絶対うまくいかないと思うんですね。 

そういう意味では、国のほうではバイオマス・ニッポン総合戦略推進会議をやって

いますしね。だから、その中で、食糧の問題とこういうエネルギー問題とか、それか

ら農林業の事業者の問題を、どういう方向でやっていくのか。これは５年１０年どこ

ろじゃない。５０年以上の将来を見据えて、これはやっぱりボトムアップじゃなくて

トップダウン式ですしね。はっきり言うと市長の指導力の一番ほしいところだと。結

構な話なんだけれども、なかなかうまいこといかないから、やりやすい食料品を原料

にして、たとえばバイオエタノールをやる。だから、そういうことを全部、心得られ

て本当にどうやっていこうと。すぐ結果は出なくても継続してやるんですと。うまく

いったら、これは世界的に有名なまちづくりになりますよ。それぐらいの心構えでや

らないとね。お互いどうしようもないような気もするんです。まあよろしくお願いし
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ます。 

 

村澤会長 専門家から、非常にひしひしと感じるものがあるんですけども。 

 

岡野委員 ちょっと関連があるんですけども。 

実は私、水井委員のご案内で、この前、美杉の方へ他の方も含めてご案内いただき

ました。森林は非常に大変な状態になっていますね。今も切実に森林や農地のお話も

言われておりましたが、この広大な農地、森林を持つ自治体としては、ぜひ独自の農

林業施策を策定する必要があろうかと思います。これは非常にポイントですね。津市

が合併した、広大な農地や森林がある、どうするんだと。これは独自の問題として、

我々が考えていくべきだと思うんですね。要するに独自政策を実現するために、この

実施能力を高めるといいますか。今もお話がいろいろありましたけども、農地の米な

らば、従来の付加価値を上げる、いろいろ問題もあるでしょうけど。今、お話があり

ましたように、ただ米をバイオ、エコ燃料として、今、もうできつつあるんでしょう

か。米をそういうようなところに、米、食べるものだけでなくてね。米を作ることに

よってそういう種類の米ができるとか、あるいはトウモロコシ、非常に大事な問題だ

と思いますけど、大豆はどうするかとか。そういう重要性を基礎能力を高めることの

重要性に言及すべきじゃないかと思います。 

さらにもう一つは、言わせていただければ、どうなんでしょうか。国とか県の支援

も期待できる農林業施策ですね。そういう津独自の農林業施策をやはり先ほどおっし

ゃられたように、これから注目できるような全国的な先進の津として、農林業という

のは今、いろんな問題を抱えていますよね、いろいろ言われていますが、それらが全

部、カバーできないかもしれませんけども、唯一できるところから確実にやれる方法

をいろいろ検討していただくことが必要じゃないでしょうか。 

特に林業も４５年、７０年という期間がかかりますよね。そういったことを含めて、

独自の施策を実効能力の上がる基礎能力を高めることが僕は大事だと思いますので、

そこら辺の施策をぜひ言及するような内容にやらないと、ただ上滑りの言葉だけで

は、失敗だけがつのるというふうになると思いますね。以上です。 

 

村澤会長 やはり、ここ１０年というのは非常に大事な期間だと思いますから、やはりこの総

合計画の１０年間をターゲットにしているわけですけども。先ほど水井委員からの質

問もありましたように、エリアづくりとアクションプログラムですか、このことに関

連して当然先ほど岡野委員、あるいは阿部委員のほうから意見が出ていますけども、

もし何かそういう対策といったらおかしいですけど、計画があれば説明をいただきた

い。それでは参事のほうでお願いいたします。 

 

参事 エリア別のアクションプログラムというような話ですけども。構想の中でもご説明

させてもらいましたように、地域別、一応、四つのエリアに分けてますけども。ここ

の地域資源、活力測定、そういうものを活用して地域振興策を総合支所が中心となっ

て、今、検討を進めております。たとえば中山間地域、美杉を中心とした南部エリア
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であれば、やはり森林の資源を生かした地域振興策ということで、先ほどございまし

たバイオマスの話ですとか、森林を生かした森林セラピーですとか、そういう観点か

らいろいろな地域振興策の検討を今、進めております。以上でございます。 

 

村澤会長 ありがとうございました。いろいろ議論していただきたいことはたくさん、あるい

はご質問をたくさんお持ちの方がおられると思うんですけども、あとまだ今までの議

論の中で福祉関係、医療関係のご意見が出ないんですけど。じゃあ吉田委員のほうか

ら。 

 

木下委員 その前に私、資料を配らせていただきますのでちょっと紹介させていただきます。

先ほどお時間をせっかくいただきながらですね。実は今週の日曜日に救急医療シンポ

ジウムというのがありまして、これを係の方が今コピーしてくださいましたので、皆

さまのお手元にお渡しさせていただきますので、ご案内させていただきたいと思いま

す。委員の吉田先生がこれは当然参加されますし、副市長も参加していただきます。

私は県のほうの医療のほうでかかわっておりまして、これを知ったんですね。そうし

たら津市だというので、それに今の医療の救急医療ということをやります。これに対

して、また追加をしていただきたいと思います。 

三重大学が地域医療という講座も新しくできましたし、やはりそういったことを地

域もバックアップしていかないと、なかなかいろいろ大変じゃないかなと思うところ

もあります。ぜひお時間がありましたらご参加してください。 

 

村澤会長 ありがとうございます。それでは、先ほどご指名させていただいたように吉田委員

のほうから医療あるいは福祉を含めて、ご意見、ご質問があれば、一緒にお話しいた

だきたいと思います。 

 

吉田委員 吉田でございます。先ほどこの救急シンポジウムをご紹介していただきましたの

で、暇がございましたら、ぜひご出席していただきたいと思います。これは津市にお

ける救急医療でございますので、身近なことを話し合いということです。 

先ほどいろいろと杉田委員はじめ医療についてご批判いただきましたが、ちょっと

私の考えや現状についてご説明しておきたいなと思います。杉田委員からご指摘がご

ざいましたように、津市はずっと今まで市民病院がなかったんですね。それは昔、木

場の医大が昭和の初めごろは市民病院だったんです。それから、戦争中に軍医をつく

るために県立病院にして、そして医学専門学。そういう歴史があって、政府の国立医

大にもなっていたわけで、昔は市民病院だったんですね。昭和のはじめ、だけど今は、

先祖は国立の大学という感じになっております。 

それで、こういう県庁所在地で市立病院がなかったり、重要な公立病院の少ないま

ちというのは松本がそうみたいでございますけれども、非常に珍しいまちなんです。

だけども、市民病院を持ちますと年間５０億円ぐらいの予算で、年間赤字が少なくて

１億円とかになります。現状としては、大体、公立病院の８４％が赤字になっており

ますので、黒字のまちもあるんですけれど、非常に少ない。四日市の市立病院はちょ
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っと黒字を出しておるようですが、ほかの県立病院も市立病院も皆、赤字でございま

す。それで桑名の市民病院は年間２億円ぐらい赤字で累積も２０から３０億円ぐらい

赤字がございますので、今、民間の山本病院と合併して、新しい、民間病院になって

いくだろうと思いますけれども、そういう計画で今、動いております。 

それからこの間も新聞に載っておりましたけれども、東海市の市民病院ですが、新

日鉄の企業病院と一緒になるというようなことがございました。これは逆に市のほう

に合併するというんですけど。大体市の病院は、年間１億円とか２億円赤字を出して

おりまして、累積も２０億円以上になっているという。伊勢の市民病院も２０億円ぐ

らい赤字を持っておると思います。そういう状況でございますので、民営の病院と合

併して民営化するというのが、全国のこれからの展開になると思います。 

幸い津市は、現状としては今まで市民病院を持っていなくて、市民の方はいろいろ

ご不便だったかもわかりません。それは三重大学のほうの病院で何とかしてかわして

いたとそういうことだと思いますけれども。幸い、市民病院を持っていなかったため

にそういう累積赤字もなくて、今は非常に有利な状況になっているんですね。今まで

そういう５０億円の予算が市は組まなくてよくて赤字もなかった。そういうと、その

お金がもっと有効に使われたら津市ももうちょっと発展したんじゃないかなと私は

思っておりますけれども。まあ発展性は別としても、現状として津市は非常に有利な

状況になっておるわけです。 

一番問題は、救急の問題だと思っておりますけれども、これはこの２年間で全国に

救急指定病院が２８０施設ぐらい指定を返上してやめておるんです。だけど、幸い三

重県では一つも指定を返上していないんですけれども、そういう状況でどんどん勤務

医は疲弊してお辞めになるというか、開業するというようなことで救急医療ができな

くなって返上しておるという現状なんです。三重県においても松阪が３病院あるわけ

ですけども、市民病院と済生会と農協の中央病院。ここでやはり市民病院が一番へた

り込んで医者が一番減りまして、それで今まで３病院で月１０回当番があったと思い

ますけれども、１０回できなくなって、今は７回ぐらいになっておると思います。そ

ういうことで、松阪の救急医療というのは津と比べて非常に進んでおったわけでござ

いますが、各病院ともへたり込んで特に市民病院がへたり込んだものですから、津市

の患者については、救急を断るということに大体なってきております。 

特に一志・久居の住民の方々は日中、松阪の３病院にかかりつけの方が割と多いん

です。ただ、夜間も緊急の場合は引き受けていただきたいんですけれども断られると

いうような現状に今、なっております。逆に松阪の救急の患者さんが津に流れてくる

というような今現状なんですね。 

それで、津市の医療資源というのは先ほども申しましたように、民間の診療所とそ

れから病院でやっておりまして、あとは大学病院と三重病院。これは主に小児科でご

ざいますけれども、それから久居の三重中央医療センター、皆、これは国立なんです。

国立というのはお役所仕事にどうしてもなるので、三重大学の３次救急指定病院には

なっておりますけれども、名前だけで、どこからも補助金はきていませんから、救急

医療としても。ですから、そういう指定病院になっても実際はお金がないので、それ

ともやっぱり役所仕事もあって簡単に断るというような状況になっています。 
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それで、我々は２年ほど前から久居・一志に、また二つの医師会がございまして、

津とそれから久居・一志と、また二つの医師会がございまして、合同で救急体制をし

ようということで議論してまいりました。この１１月１日から、夜間の成人の応急診

療所という、入院を必要としない患者さんの診療所です。そこの前のリージョンプラ

ザの中で始めさせていただいております。 

それから、２次救急も今まで津が５病院、それから久居・一志が２病院あって７病

院だったんですけども、これが２次救急がうまく賄えないということで、あと４病院

参加を増やしまして、よそでは辞退する状況ですけども、何とかこの地方では４病院

をまた救急病院に参加していただいて、１１病院で必ず夜間に２病院が当番するとい

うようなことにさせていただきました。そういうことを１１月から始めておるんです

けれども、市のほうは松田市長はじめ非常に積極的に理解していただいて、予算も付

けていただいてということで、この１１月から始めさせておるわけです。 

そういうことで、やっぱり各業界がいろいろ要望はあると思うんですけれども、率

先して何か始められたら市も予算を付けてくれやすいのではないかなと、そのように

私は思うものですから、要望ばかりではなくて、そういう運動も始められたらどうか

なと私は思っております。 

それから、この総合計画には、一つ私らも注文を出しておりまして、そこのその暫

定的な夜間応急診療所でございますけれども、これを高級なものにつくっていただい

て、それで救急ばかりとは違って災害時の救急医療も賄えるような設備の整った救急

診療所をつくっていただこうということで、これを総合計画にも入れていただきたい

という。幸い、ご指摘いただいておるようでございますので安心しておりますけども、

そういうことを要求しております。 

それから、３次救急の問題ですけれども、先ほど申しましたように三重大学が担っ

ておるんですけれども、現状としては非常に心もとないので、これは３次救急という

のは県の予算になります。それで、これは救急救命センターを県立で大学の構内につ

くっていただこうという運動ですね。これから、皆さんにも応援していただいて展開

していきたいなと思っております。県立病院でも 40 億円ぐらいの累積赤字を持って

おりますので、なかなか腰が重いと聞いておりますけれども、そういう３次救急がこ

れで一番弱くなったものですから、その辺を何とか打開すれば、皆さんの要望に応え

られるような安心安全の体制が整うだろうと、そのように思っております。 

それから、くどいようでございますがユニバーサルデザインですか。これについて

も私の意見をちょっと述べさせていただきます。ユニバーサルデザインは時代の流れ

であろうと思いますけれども、この間、私は９月９日でしたか、養老猛さんを呼んで

センターパレスで講演会をしたんです。そのとき面白いことをおっしゃいまして、最

近はみんながバリアフリーというかフラットな道路とか、そういうような構造にしよ

うという動きがありますが、そういうのが必要なのは子どもさんとか、あるいは身体

障がい者とか、ご老人とかそういう人たちで、逆に成人がそんなエスカレーターを使

うとかエレベーターを使うとかえって体を弱らすというか、そういう逆の現象もある

し。それで養老さんの所のうちはだいぶ高い所にあって石段を上って行かないといけ

ないのですけれども、その石段があの高さというか。今の階段ですと本当に一定にな
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っておるんですけれども、昔の階段ですので、高さもまちまちやし、足が着く平面の

所も長かったり短かったりするので、常に頭を働かせて動かないかんのやという話を

されて。ですから、あまり便利というか、階段を便利にする傾向はあるんですけれど

も、それはいいんですが、かえって動物的な勘を失うもとになるのかなと。そういう

ようなことをおっしゃっておられましたので、きょうここで、ちょっとご紹介してお

きたいと思います。以上です。 

 

村澤会長 ありがとうございます。いろいろ救急医療についてご配慮いただいておるわけです

けども、このことに対して、市のほうではどのような動きがあるのかを少し参考とし

てお話しいただきたいんですけども、健康福祉部長のほうでいいですか。お願いいた

します。 

 

＜事務局＞ 健康福祉部長でございます。いつもお世話になります。 

救急医療は本当にごく最近からだと思います。これほど問題になっておりますの

は。たぶん、臨床医の研修制度が改正になったため、それで若いお医者さんが全部、

都会に出ていく。それともう一つは、よく医師の偏在といいますけども、勤務医さん

が非常に少なくなったということで、病院勤務、医師・看護師の不足、ここが根っこ

になって、こういう問題が生じておるということでございます。 

幸い、津市の場合はお医者さんの数というのは全国的に見ても結構、高いレベルに

ございますが、やっぱり勤務医さんというのが不足しているという状況がございま

す。もろもろ我々も吉田会長さんはじめ、その久居・一志の医師会さんとも、ここ１

年ぐらいで２０回ぐらい毎晩毎晩いろんな協議をさせていただいて、いろんなご協力

をいただいて、やっとこの１１月１日から先ほど会長さんからもご紹介がありました

ように１１病院で輪番、プラス加えて、整形外科のほうもまた独立して輪番と、こん

な形で対応させていただきました。 

もう一つは、初期救急が非常に問題でして、あまり軽い患者さんが時間外、夜間と

か休日に病院を訪ねられる。そこで救急の空いている病院に、一般の患者さんで軽い

方がたくさん訪れられるので、初期の方と本当に入院が必要な重症の方との混在、乱

在しています。それで今、再三ご紹介いただきましたように暫定的ですけども、大人

の初期の診療所をここへ設けさせていただいたんです。将来的にはバックアップでき

る大きな病院が裏にあって、その前で、こうして本当に危なければ後ろに回すと。こ

ういう機能が必要ですので、それはできれば前期の計画の中で進んでいきたいと。 

津市の場合、小児救急はあまり問題で聞かれないと思います。全国的にも優れた所

があると思います。三重病院の門前に、そういう初期の救急があるので、夜間でも休

日でも来ていただいたら、それが安心して小児科さんが対応する。ほかの県内を見て

も、そんな小児科の専門医が対応するのはまずないですので、これは本当に優れてお

って、全国モデルかなと自分でも思っております。 

これを同じようなシステムを大人の場合も本来つくっていく必要があるのかな。周

産期もいろいろ問題になっていますが、幸い、三重中央さんが非常にまだ頑張ってい

ただいていますので、あまり大きな問題にもなっていません。 
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今、言いましたようにそういう初期の患者さんの振り分け、２次救急の役割、３次

救急の役割。これは明確にしていくと。ただ、これは我々の関係者が思っているもの

であって、やっぱり一般の市民の方がそんなことを理解して診療所や病院を使ってい

ただきたい。そんなことで、この機会をいただいてありがたいんですけども、このシ

ンポジウムを開催させていただくということになりまして、これはできたら毎年こう

いうことを市民の方にご理解いただくような啓発の活動を続けていきたいと考えて

おります。よろしくお願いします。 

 

村澤会長 ありがとうございます。 

 

生川委員 手短にお尋ねしたいと思います。第８回資料２というところの分科会の審議経過の

上から８行目ぐらいですかね。「スポーツの全国規模の大会開催ができないのが現状

である」というのがあります。これも皆さんご存じで、いろいろ温かいご支援をいた

だいて重点項目にしていただいておるわけでございますが。県下でスポーツ施設が最

も整備されていないというのが、津市と伊勢市です。ところが、伊勢市はサッカー場

を整備することになりまして、赤福がバックアップする、９億円出すという話が出ま

した。これが実現をしますと、津市は最下位に転落するわけです。たまたま赤福があ

あいう状態になりましたので、津市のスポーツ関係者としては喜んでおる。変なとこ

ろで喜ぶというような事態が起こっています。それでは大変困るんですけども。 

ここで施設整備が急務であるというふうなことを書いていただいておりますが、私

どもは津市のスポーツ施設、これはほとんど公園の中にある。改修、いろんなことを

お願いするのは公園緑地課です。新しくつくるとか、いろんな設計をする部門は道路

維持課になるんですかね。ですから、都市計画と建設とそれから運用をするのは教育

委員会の生涯学習スポーツ課と三つにまたがっているわけです。これは今後この策定

を進めていく上でこの絶えず三つが協議していいものをつくっていただくというの

が一番理想かもしれませんが、うまくいくのかどうか、ちょっと心配になります。生

涯学習スポーツ課が一本になって、そういう窓口になるというようなことはできない

のでしょうか。以上です。 

 

村澤会長 これは第２分科会でも、かなり議論されていたわけですね。特に津市の青少年育成

も含めて、文化、スポーツ振興について、やはり大きな大会をすることによって人を

呼び込むことができると。そういうようなことから、付随的にホテルとかあるいは設

備、競技場。そういったものの整備が急務やという話が出ていたわけです。 

これは現状について、あるいは今後の予定、施策。もし津市のほうでお持ちであれ

ば、説明していただきたいんですけども。どなたに。教育関係ですか。 

 

＜事務局＞ 教育次長です。日ごろいろいろお世話になってありがとうございます。 

今、生川委員から言われましたように施設が合併しまして７８施設あります。津市

それから伊勢市がスポ-ツ施設の整備が非常に遅れています。ただ、津市の体育館は、

昭和４１年につくられまして、かなり経過し、その間、修繕とか床の張り替えとか、
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かなりの金額もその間投入はしてきておるんですけど、やはり時代の流れの中でその

ままになっており、また野球場もそうであります。 

今、合併しまして７８のスポーツ施設があり、その内の１５が体育館。野球場が５

つということで、テニスコートに至っては１６あるんですけれども、ちょっと４面と

か２面とか、大きな大会ができるだけの集まったコートがない。また下がクレーとか

ハードとか、いろいろでまちまちであります。そういう面では合併後、すぐにでもと

いうことはあるんですけども、やっぱり計画的にこの辺をどういうふうに施設を使っ

ていくかということを、現在検討しております。総合計画の中でも、全国的な大会が

できるような総合的なスポーツ施設の整備には当然取り組んでまいりますし、たとえ

ば安濃にありますグラウンド、野球場と同じで、その野球場については、たとえばこ

ちらを重点的に使うとかいう、そういう整備計画にあたっては、検討を現在進めてお

るという状況でございます。 

今、じゃあ所管がという話もありましたので、これは少し新設ということになると

かなり大きなお金も要りますし、それから場所をどこにするか等含めて。窓口として

は教育委員会ということになってくると思いますし。ただ現在、市長公室のほうにス

ポ－ツ、文化等特定事項担当理事もみえますので、そちらとの連携ということで進め

ていきたいと、教育委員会としては思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

村澤会長 ありがとうございました。 

 

杉田委員 先ほどの体育館、あの辺の所も老朽化して、本当に津市には国際競技ができる、あ

るいは全国的な大会ができる施設はないわけであります。そういう意味からすると、

先ほどもおっしゃいましたように、どこにするかとかいうような場合に、それこそポ

テンシャルの高い、いわゆるインターの周辺にそういうようなものをつくる。そして、

なおかつ、その国際とかあるいは全国的ないわゆる大会の場合は、選手村というもの

をつくる。それで、歴史博物館もなければ、あるいは三重県の博物館もないので、そ

ういったようなものをインターの所で交流の拠点としてつくるというような使い方。

そして、中心市街地は中心市街地で、いわゆる機能を持たせる。 

そういったようなことで逆にいうと２３号線バイパスをずっと行きますと、県文の

ほうにも行きますので、ああいう所を文化、スポーツ、そういう振興のゾーンという

ような位置付けで見ていただけないのだろうか。むしろそして、真ん中の今の体育館

の跡はいわゆるまちなか居住というようなものを促進するための跡地利用にしてい

ただけないだろうか。こういったようなことも考えていただきたい。できるなら、そ

ういうような形での利用。そうすると海からあるいは常滑から飛行場から来ても、い

わゆるなぎさまちを通って、そしてインターのところの体育施設に入れる。こういう

ようなことをもう少し議論をしていただきたいなと思います。以上です。 

 

村澤会長 このことに関しては、第２分科会でも意見がかなり出ていましたね。大田委員のほ

うからちょっとまとめていただけます。 
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大田委員 特にまとめるということではなくて、やっぱり文化、スポーツというのを目玉にし

たいという観点から、どうしても、今、市長のコメントがありましたように、いわゆ

る前向きに十二分に検討したいという、うれしい話が出ました。大変ありがたいこと

だと思っております。それに向けて今、杉田委員が言われましたが、安東地区のほう

は非常にインターに近いということがありまして、二つあるんですよ。安東のいわゆ

る県の施設がありますね。大きな。あの端と。それから高速道路を中心に西と東とい

う所。それにはもう早いところアクセス道路を４車線にせないかんのですわ、あの前

の片田へ行く道路を僕は前々から言っておるんですけどね。そういうところで、一つ

のエリアをつくってしまう。そうして、順番に一つずつつくっていけばいいんじゃな

いかということが、一つあります。 

それから、確かに昭和５０年の第３０回国体のヨットは好評でした。ヨットハーバ

ーの海でやったのはね。ところが、体育館がやったのは桜の木は大変、高いんですよ。

本当は、もう３回切り直しました、これで最終です。今度やったらもうペラペラにな

ってしまいます。というようなことがありまして、ものはいいんですけども、今の話

でＮＨＫで大変不評をかいましたね。のど自慢で、かなりご存じの方もみえると思い

ますが、風が吹きますと音がしまして、ゴーガガガ、ゴーガガガの音にアナウンサー

が本当に困っていました。こけら落としにＮＨＫののど自慢をやったんですけどね。

そういうような古さがあり、場所はいいんですけども、そういった意味ではやっぱり

１回つぶさないかんと。やっぱり高校野球も四日市に取られるようじゃ困りますとい

うようなこともありまして、やっぱりここら辺は重点課題かなということで急務であ

るという書き方をさせていただきました。その他、いろんな分科会では施設の問題が

出ました。河芸のプールもそうでしたね。やっぱり使えないようなものでは困ります

ので、その中でやっぱり一番大事なのは、机上プランをつくるときに専門家といいま

すか、そんな方を入れてもらうと。細かい構造的なもの等は、当然業者がやるでしょ

うけれども、その構造に入るまでに身近なこういう所に注意して、設計してほしいと

いうことがわかっていくわけですから、そういう施設を設計するときはどんどんと専

門家を参加させてもらうと、よりいいものができると、こういうような話も出たわけ

でございます。よろしくお願いします。 

 

村澤会長 ありがとうございます。いろいろとご意見をいただきながら、より良い総合計画を

つくり上げていきたいわけですけども。きょうは時間のある限りということで、この

試案の第１次案をまとめるということで進めてきたわけですけども、多くの意見が出

たこともあって、商業関係や工業とか教育、観光。こういったことが、ほとんど意見

が出なくてですね。 

 

木下委員 教育に関して一言。 

 

村澤会長 ちょっと待ってください。５時でこれを終了したいということになりますのでね。

できれば、審議時間がもっとほしいということであれば、あらためて今月末ぐらいに

時間を取って、先ほどの議論の残してある商業、工業関係とか教育、観光もやはりい
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ろいろご意見が今までも出ておりましたから、整理する意味で議論してはどうかなと

思うんですけどもどうでしょうか。  

一応、きょうの会議はあと５分しかないんですけども。 

 

木下委員 ちょっと訂正をさせてください。一言。 

先ほどちょうど吉田委員の先生がおっしゃってくださったんですが、ちょっと訂正

させてください。大事なことなんです。ユニバーサルデザインというのは、バリアフ

リーではありません。段差をなくすということはバリアフリーです。ユニバーサルデ

ザインというのは選択の自由がありまして、段差が好きな人はどうぞ階段でも何でも

使ってください、私は４階までいつも階段を使います。ですから、この選択の自由と

いうことがとても大事です。ただ最近、段をみんな確かに取っちゃって、段があった

ほうがいいという愚痴を言うということもありますけれど。でも、おうちに帰ってま

でのんびりしたいのに段は嫌だという人もいるわけですね。 

ただ、そこなんですね。要するに選択の自由があるということで、ぜひ誤解のない

ようにお願いしたいと思います。 

 

村澤会長 ありがとうございます。ユニバーサルデザインという意味をよくご理解いただきた

いと思います。 

それでは、先ほど言いましたように、一応きょうは５時で終了ということにしたい

と思います。あとちょっと事務局のほうと話をしないといけないですけども。議論が

まだ幾つか残っておりますから、これについては、もしできれば、今月末にでももう

１回やりたいと思うわけですけども、よろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり） 

 

事務局側どうですか。 

それでは参事のほうから予定と合わせて説明いただきたいと思います。 

 

参事 長時間にわたるご審議を、どうもありがとうございました。最後に資料の紹介をさ

せていただきたいと思います。 

 

＜事務局＞ 資料の説明 

 

村澤会長 今、説明していただきましたように１０市町村の合併合意の２０事業について、資

料は配付されておりますから、またご覧いただきまして、次回に少し時間をかけて討

論したいと思います。 

それでは先ほど多くの方の同意を得たということで、今月末。ちょっと日程は事務

局と予定をすり合わさないとなかなか言えないと思うんです。またできれば、責任あ

る関係部長にも、ご出席いただければと思いますから、日程調整して近いうちにまた

ご連絡するということで、ご了解いただけますでしょうか。 
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今井委員 会長。もうちょっと１回の会合の時間を長く使ってできないものでしょうかね。 

 

村澤会長 いつも大体１時から始まって４時、４時半ごろ。どうしても５時ごろになりますわ

ね。それが一番最長かと。 

 

今井委員 終わりの時間は決まっていますのですか。そこから逆算してもらって、できれば時

間を設定していただいたらと思います。 

 

村澤会長 そのことを含めて、また事務局と話をしてお知らせすることにしたいと思います。 

事務局、あと連絡か何かありますか。よろしいですか。 

それでは、これで予定しました議題は少し途中ですけども、この会議を締めたいと

思います。どうも杉田委員に言っていただきましたように、下手な司会で申し訳ござ

いませんでしたけども、これで終了させていただきます。ありがとうございました。 

  

－ 終了 午後５時００分 － 

 

 

 

 

 

 

 


